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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成15年３月期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日

企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高（百万円） 146,907 164,584 169,429 199,648 209,922 

経常利益（百万円） 8,563 10,720 12,593 15,111 11,995 

当期純利益（百万円） 3,608 3,695 5,462 7,257 5,892 

純資産額（百万円） 58,803 60,912 71,947 78,369 85,642 

総資産額（百万円） 131,550 142,322 155,344 180,912 186,603 

１株当たり純資産額（円） 1,343.15 1,388.82 1,585.39 1,726.69 1,887.63 

１株当たり当期純利益（円） 82.43 81.88 121.52 157.36 127.73 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
75.32 74.35 113.63 146.43 120.67 

自己資本比率（％） 44.7 42.8 46.3 43.3 45.9 

自己資本利益率（％） 6.2 6.2 8.2 9.7 7.2 

株価収益率（倍） 36.0 19.4 39.0 26.6 24.9 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
5,494 12,441 16,665 3,774 18,960 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△11,805 △12,690 △6,884 △5,969 △11,277 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
2,432 4,184 1,800 1,054 △12,285 

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円） 
15,687 19,383 30,917 29,770 25,203 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）

（名） 

5,209 

(1,188) 

5,667 

(1,331) 

5,724 

(1,765) 

8,041 

(2,380) 

8,489 

(2,442) 



(2) 提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 平成15年３月期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成14年９月25日

企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高（百万円） 105,041 107,546 110,401 100,950 102,714 

経常利益（百万円） 8,069 9,410 9,816 9,480 7,226 

当期純利益（百万円） 4,053 4,065 5,401 6,135 4,716 

資本金（百万円） 21,336 21,338 23,046 23,079 23,084 

発行済株式総数（千株） 43,780 43,781 45,302 45,320 45,324 

純資産額（百万円） 59,962 62,537 73,585 78,614 83,639 

総資産額（百万円） 104,267 116,115 128,458 135,510 137,281 

１株当たり純資産額（円） 1,369.63 1,426.17 1,622.19 1,732.71 1,843.87 

１株当たり配当額 

（内１株当たり中間配当額）

（円） 

20.00 

(9.00) 

22.00 

(10.00) 

25.00 

(10.00) 

27.00 

(10.00) 

27.00 

(10.00) 

１株当たり当期純利益（円） 92.60 90.55 120.77 133.21 102.20 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益（円） 
84.51 82.13 112.93 124.09 96.69 

自己資本比率（％） 57.5 53.9 57.3 58.0 60.9 

自己資本利益率（％） 6.9 6.6 7.9 8.1 5.8 

株価収益率（倍） 32.1 17.6 39.2 31.5 31.1 

配当性向（％） 21.60 24.30 20.70 20.30 26.40 

従業員数（名） 2,080 2,163 2,320 2,407 2,475 



２【沿革】 

年月 概要 

昭和46年４月 コンピュータの応用を中心とした情報処理サービスを目的として、大阪市東区（現 中央区）に

㈱東洋情報システムを資本金６億円をもって設立。ソフトウェア開発サービスを開始。 

昭和48年８月 大阪府吹田市に本社ビル（現 大阪センター）完成、センターサービス、オンラインサービスの

本格営業を開始。 

昭和50年10月 東洋コンピューターサービス㈱を合併。東京都中央区に東京支社を開設、首都圏に本格的に進

出。 

昭和51年７月 福岡市中央区に福岡営業所（現 九州支社）を開設し、九州地区へ進出。 

昭和51年11月 運用業務専門会社として、東洋データサービス㈱（子会社、現 ＴＩＳシステムサービス㈱）を

設立。 

昭和52年６月 名古屋市中村区に名古屋営業所（現 中部事業部）を開設し、中京地区へ進出。 

昭和53年12月 運用業務専門会社として、東洋データビジネス㈱（子会社、現 ＴＩＳシステムサービス㈱と合

併）を設立。 

昭和54年10月 商用データベースサービス「ＢＲＡＮＤＹ」（商標検索システム）のサービス開始。 

昭和55年10月 55年度情報化促進貢献企業として通産大臣表彰を受ける。 

昭和59年10月 機器販売事業展開のため、ＴＩＳリース㈱（子会社）を設立。 

昭和59年12月 東京都江東区に情報処理サービス業電子計算機システム安全対策実施基準に準拠した、東京セン

タービル（現 東京第１センター）完成。 

昭和62年11月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場。 

昭和62年11月 特別第二種電気通信事業者として、郵政省（現 総務省）に登録。 

昭和63年７月 米国カリフォルニア州に全額出資の現地法人Toyo Information Systems(USA)Co., Ltd.（子会

社、現 TIS R&D Center,Inc.）を設立。 

昭和63年12月 「システムインテグレータ企業」として通商産業省（現 経済産業省）から認定。 

平成元年６月 大阪センターが通商産業省（現 経済産業省）から「情報サービス業電子計算機システム安全対

策実施事業所」の認定を受ける。 

平成元年12月 英国ロンドンに全額出資の現地法人TOYO INFORMATION SYSTEMS(U.K.)LTD.（子会社）を設立。 

平成２年１月 郵政省（現 総務省）の情報通信ネットワーク安全信頼対策実施事業者として登録される。 

平成２年２月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 

平成２年４月 国際特別第二種電気通信事業者として、郵政省（現 総務省）に登録。 

平成３年１月 米国ニューヨークに全額出資の現地法人TOYO INFORMATION SYSTEMS(NY)CO.,LTD.（子会社、現 

TISI(USA),Inc.）を設立。 

平成３年８月 香港に全額出資の現地法人TOYO INFORMATION SYSTEMS(HK)CO., LTD.（子会社、現 TISI(HK)Lt

d.）を設立。 

平成３年９月 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部指定替え。 

平成５年10月 ソリューションビジネス展開のため、ティアイエス西日本ソリューションビジネス㈱（子会社、

現 ＴＩＳソリューションビジネス㈱）を設立。 

平成７年２月 より付加価値の高い商標事業を展開するためトムソンアンドトムソングループと合弁にてブラン

ディ インターナショナル㈱（子会社）を設立。 

平成７年３月 「システムオペレーション企業」として通商産業省（現 経済産業省）から認定。 

平成７年８月 ソフトウェアの品質管理について「国際標準基準ＩＳＯ9001」を取得。 

平成９年12月 ＥＲＰ関連事業サービスを事業化するためオリジン社（現 Atos Origin）と合弁にて㈱ティア

イエス オリジン コンサルティング（子会社 ＴＩＳコンサルティング㈱）を設立。 

平成９年12月 米国デラウェア州に全額出資の現地法人TIS North America Inc.を設立。 

 



年月 概要 

平成10年12月 財団法人日本情報処理開発協会（ＪＩＰＤＥＣ）よりプライバシーマークの使用許諾を受ける。 

平成12年４月 コマツ㈱の情報サービス子会社であるコマツソフト㈱（子会社、現 クオリカ㈱）の株式を取

得。 

平成13年１月 社名を「ＴＩＳ株式会社」に変更。東京本社ビルを移転・統合。 

平成13年９月 ㈱エス・イー・ラボ（子会社）の株式を取得。 

平成13年10月 運用業務強化のためＴＩＳシステムマネジメント㈱をＴＩＳシステムサービス㈱に合併。 

平成14年２月 ㈱アグレックス（子会社）の株式を取得。 

平成14年４月 海外事業強化のため、Atos Origin社とグローバルアライアンスを締結。 

平成14年６月 東京第１・第２センターが、財団法人日本品質保証機構（ＪＱＡ）よりＩＳＭＳ認定を取得。 

平成16年４月 ㈱ユーフィット（子会社）の株式を取得。 

平成17年４月 旭化成情報システム㈱（子会社）の株式を取得。 

平成18年４月 旭化成情報システム㈱（子会社）をＡＪＳ㈱へ商号変更。 

平成18年４月 ＴＩＳコンサルティング㈱（子会社）を合併。 



３【事業の内容】 

 当社グループは、当社、連結子会社23社および持分法適用関連会社10社で構成されます。主な業務は、情報化投資

に係わるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービスの提供であり、これらの業務に関

連するリース業、市場調査などの業務も行っております。 

 なお、当連結会計年度より、旭化成情報システム㈱、㈱エイ・ジェイ・エス ソフトウェアが連結子会社に加わっ

ております。 

 当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

アウトソーシングサービス： 東京・大阪のセンターで、システムオペレーションサービス、システムハウジン

グサービス、受託運用サービスなどを行っております。また、グループ会社にお

いてネットワークサービスなどを提供しております。 

ソフトウェア開発： 情報システムの企画提案から構築に係わる一切を総合的に提供するシステムイン

テグレーションサービスおよびＥＲＰ導入支援、データベース構築、インターネ

ット環境構築など、受託ソフトウェア開発を行っております。 

ソリューションサービス： サーバ、ストレージ、クライアント機器など各種ハードウェアとパッケージソフ

トなど各種ソフトウェアを組み合わせて、顧客に最適なシステム機器構成の提

案、導入支援を行っております。 



 以上に述べた事業の系統図は次のとおりであります。（◎：連結子会社、○：持分法適用関連会社） 

 （注１)旭化成情報システム㈱は平成18年４月１日付でＡＪＳ㈱へ社名変更いたしました。 

  (注２)ＴＩＳコンサルティング㈱は平成18年４月１日付で当社へ吸収合併いたしました。 



４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金又は
出資金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の
所有割合 
（％） 

議決権の
被所有割
合（％） 

関係内容 

（連結子会社）             

ＴＩＳシステムサービス

㈱ 
大阪府吹田市 196 情報処理サービス 100.0 － 

業務委託契約に基づく、アウトソ

ーシング業務を行っています。な

お、当社より事務所を賃借してい

ます。 

役員の兼任 ３名 

ＴＩＳトータルサービス

㈱ 
東京都中央区 50 

サプライ用品販売な

らびにスタッフサー

ビス 

100.0 － 

当社グループへのサプライ用品等

の販売を行っています。 

役員の兼任 ２名 

ＴＩＳリース㈱（注）１ 東京都中央区 460 ＯＡ機器等のリース 
99.8 

(1.4)
－ 

当社よりリース対象機器を購入し

ています。なお、当社グループに

対しＯＡ機器等を賃貸していま

す。 

役員の兼任 ２名 

東洋ネットワークサービ

ス㈱ 
東京都千代田区 400 

通信ネットワークサ

ービス 
95.0 － 

業務委託契約に基づく、ネットワ

ーク業務の運用を行っています。

なお、当社より機械室を賃借して

います。 

役員の兼任 ２名 

アイティリサーチ㈱ 東京都江東区 450 
情報処理技術に関す

る調査・研究・開発 
100.0 － 

業務委託契約に基づく、情報処理

に関する新技術等の研究を行って

います。 

役員の兼任 １名 

ＴＩＳソリューションビ

ジネス㈱ 
東京都江東区 300 

コンピュータ全般に

関するソリューショ

ンサービス 

100.0 － 

業務委託契約に基づく、プログラ

ミングを行っています。 

役員の兼任 １名 

ＴＩＳコンサルティング

㈱（注）４ 
東京都港区 350 

コンサルティングサ

ービス 
100.0 － 

業務委託契約に基づく、コンサル

ティングを行っています。 

役員の兼任 ３名 

クオリカ㈱ 東京都江東区 1,234 

ソフトウェア開発、

運用・サービス、コ

ンピュータ機器販売 

80.0 － 

業務委託契約に基づく、ソフトウ

ェア開発を行っています。 

役員の兼任 ４名 

㈱エス・イー・ラボ

（注）１，２，５ 
東京都豊島区 616 

パッケージソフト販

売、ソフトウェア開

発、コンピュータ機

器販売 

51.0 

(25.3)
－ 

業務委託契約に基づくソリューシ

ョンサービスを行っています。 

役員の兼任 １名 

㈱ランサ・ジャパン

（注）１ 
東京都豊島区 50 

パッケージソフト販

売、ソフトウェア開

発、コンピュータ機

器販売 

85.8 

(85.8)
－ 

業務委託契約に基づくソリューシ

ョンサービスを行っています。 

役員の兼任 なし 

㈱アグレックス 

（注）２，３ 
東京都新宿区 1,292 情報サービス 50.0 － 

ソフトウェア開発の受託を行って

います。 

役員の兼任 ３名 

㈱システムズ・トラスト 東京都渋谷区 100 

ソフトウェアの販

売、コンサルティン

グ、導入・運用サポ

ート 

90.0 － 
業務上の取引は特になし。 

役員の兼任 ２名 

㈱ユーフィット 

（注）３ 
愛知県名古屋市 1,310 

システムインテグレ

ーション、コンピュ

ータ機器販売 

70.4 － 

業務委託契約に基づく、ソフトウ

ェア開発を行っています 

役員の兼任 ４名 

㈱シーエスエイ 

（注）１ 
愛知県名古屋市 93 情報サービス 

100.0 

(100.0)
－ 

業務上の取引は特になし 

役員の兼任 なし 

㈱シーエスティ 

（注）１ 
東京都台東区 30 情報サービス 

100.0 

(100.0)
－ 

業務上の取引は特になし 

役員の兼任 なし 

㈱システムサポート

（注）１ 
愛知県名古屋市 33 情報サービス 

100.0 

(100.0)
－ 

業務上の取引は特になし。 

役員の兼任 なし 

 



名称 住所 
資本金又は
出資金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の
所有割合 
（％） 

議決権の
被所有割
合（％） 

関係内容 

旭化成情報システム㈱ 東京都墨田区 800 

ソフトウェア開発、

運用サービス、コン

ピュータ機器販売 

51.0 － 

業務委託契約に基づく、ソフトウ

ェア開発を行っています。 

役員の兼任 ２名 

㈱エイ・ジエイ・エス 

ソフトウェア（注）１ 
宮崎県延岡市 

20 

  

ソフトウェア開発、

運用 

100.0 

(100.0)
－ 

業務上の取引は特になし。 

役員の兼任 なし 

TIS R&D Center,Inc. 
米国カリフォル

ニア州 

千米ドル 

2,000 

情報通信サービス、

ソフトウェア開発 
100.0 － 

業務委託契約に基づく、情報処理

に関する新技術等の研究を行って

います。 

役員の兼任 １名 

TISI(USA),Inc. 
米国ニューヨー

ク州 

千米ドル 

2,000 

情報通信サービス、

ソフトウェア開発 
100.0 － 

業務受託契約に基づく情報処理、

情報通信サービスの提供を行って

います。 

役員の兼任 １名 

TIS North America Inc. 
米国デラウェア

州 

千米ドル 

100 
米国関係会社の管理 100.0 － 

業務委託契約に基づく、米国関係

会社の管理を行っています。 

役員の兼任 １名 

TKSOFT SINGAPORE PTE.L

td.（注）１ 
シンガポール 

千シンガポ

ールドル 

200 

ソフトウェア開発、

ソリューションサー

ビス 

100.0 

(100.0)
－ 

業務上の取引は特になし。 

役員の兼任 なし 

TISI（上海）Co.,Ltd. 中国上海 
千米ドル 

1,300 

情報通信サービス、

ソフトウェア開発 
100.0 － 

中国・アジア地域における営業協

業活動を行っています。 

役員の兼任 ２名 

 



 （注）１ 「議決権の所有（被所有）割合」欄の内、「所有割合」欄の（内書）は間接所有であります。 

２ 有価証券報告書の提出会社であります。 

３ ㈱アグレックス並びに㈱ユーフィットについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上

高に占める割合が10％を超えております。なお、㈱アグレックスは有価証券報告書提出会社であるため、主

要な損益情報等の記載を省略しております。 

４ 当社は平成18年４月１付で、ＴＩＳコンサルティング㈱を吸収合併し、同社は解散いたしました。 

５ ㈱エル・ディー・エフは、㈱エス・イー・ラボと合併したことにより、連結対象外となりました。 

６ TISI(HK)Ltd.は、清算が終了したことにより、連結対象外となりました。 

７ ㈱Hi-HOブロードバンドシステムズは、平成18年２月に保有する全株式を第三者へ譲渡いたしました。 

８ ほんつな㈱は平成17年４月に設立いたしました。 

９ クロノバ㈱、アルメック㈱、アプシェ㈱およびメディカル統計㈱は第三者から株式取得したことによって、

当連結会計年度より持分法を適用しております。 

10 特定子会社に該当する会社はありません。 

11 クロノバ㈱の子会社であります。議決権の所有割合の〔 〕内は、クロノバ㈱の所有割合で外数でありま

す。  

名称 住所 
資本金又は
出資金 
（百万円） 

主要な事業の内容 
議決権の
所有割合 
（％） 

議決権の
被所有割
合（％） 

関係内容 

（持分法適用関連会社）             

エンコデックスジャパン

㈱ 
大阪府吹田市 50 

インターネットを利

用した各種情報提供

サービス 

37.0 － 
業務上の取引は特になし。 

役員の兼任 ２名 

Ｍ＆Ｔシステムオペレー

ションズ㈱ 
大阪市中央区 100 情報サービス 49.0 － 

業務受託契約に基づく情報処理、

情報通信サービスの提供を行って

います。 

役員の兼任 ３名 

㈱イーラボ（注）１ 東京都台東区 50 ＡＳＰサービス 
18.0 

(18.0)
－ 

業務上の取引は特になし。 

役員の兼任 なし 

ほんつな㈱（注）８ 大阪府吹田市 100 
書籍総合ポータルサ

イト運営 
30.0 － 

業務上の取引は特になし。 

役員の兼任 ２名 

クロノバ㈱（注）１，９ 東京都中央区 362 
医薬品の開発戦略の

企画・立案 

25.7 

(25.7)
－ 

業務上の取引は特になし。 

役員の兼任 なし 

アルメック㈱ 

(注）１，９，１１ 
東京都中央区 10 

治験実施施設支援業

務  

－ 

[100.0]
－ 

業務上の取引は特になし。  

役員の兼任 なし 

アプシェ㈱ 

(注）１，９，１１ 
東京都中央区 17 医薬品販売支援業務 

－ 

[100.0]
－ 

業務上の取引は特になし。  

役員の兼任 なし 

メディカル統計㈱ 

(注）１，９，１１ 
東京都中央区 10 

医薬品開発における

統計解析業務  

－ 

[100.0]
－ 

業務上の取引は特になし。  

役員の兼任 なし 

宏図財務軟件（上海）有

限公司 
中国上海 

千米ドル 

300 

ソフトウェア開発・

販売、関連技術サー

ビスの提供 

33.3 － 

業務委託契約に基づく、マーケッ

ト調査を行っています。 

役員の兼任 ２名 

ＤＧＴインフォメーショ

ンシステムズ 
中国香港 

千米ドル 

4,000 
ソフトウェア開発 20.0 － 

業務委託契約に基づく、ソフトウ

ェア開発を行なっています。 

役員の兼任 １名 

主要な損益情報等         

㈱ユーフィット ①売上高 41,768百万円  ④純資産額 18,179百万円

  ②経常利益 3,359百万円  ⑤総資産額 28,824百万円

  ③当期純利益 1,962百万円     



５【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。 

 なお、当社グループは、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェ

アの選定及びこうしたシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の

営業形態でありますので、従業員を事業区分に関連付けて記載しておりません。 

２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

４ 従業員数が前連結会計年度と比較して448名増加しておりますが、主として平成17年４月１日付けで旭化成

情報システム㈱を連結子会社化したことによるものです。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）１ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3) 労働組合の状況 

 提出会社につきましては、労働組合は結成されておりませんが、役付者及び特別職を除く職員にて「環境改善委

員会」を組織し、毎月定例懇談会を実施し、その他給与改定・賞与支給・職場の諸問題改善等については随時労使

のコミュニケーションを図っております。 

 また、提出会社を除く一部連結会社につきましても、同様のものを組織しております。 

  平成18年３月31日現在

従業員数（名） 8,489 (2,442) 

  平成18年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 

2,475 33.9 8.9 6,794 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1)業績 

ここ数年、日本経済をおおっていた先行き不透明感に対する視界が開け始め、日本企業の多くが復調への確かな

手ごたえを感じ始めているといわれています。平成18年３月調査の日銀短観によると、金融機関や自動車などの業

界が牽引役となり、当連結会計年度のソフトウェア投資は前期比約８％増となりました。景気回復のすそ野は着実

に広がりつつあるとされています。 

情報サービス産業では、景気回復を背景に情報化投資案件が全般的に増加し、需給状況は好転しつつあります。

しかしながら、顧客の投資対効果への視線は依然として厳しく、また業務委託先からも、エンジニアの高稼働率を

理由に委託価格の値上げを求める声が徐々に強くなり始めています。その結果、収益面で顧客と業務委託先双方か

ら、圧力を受けるという厳しい環境にあります。 

さて、当連結会計年度の業績は、売上高が209,922百万円（前期比5.1％増）となりました。大型開発案件の受注

に加え、旭化成情報システム株式会社の参入などもあり、前期比増収となりました。利益面につきましては、当上

期中に、当社の製造業ならびにサービス業の顧客のプロジェクトで、仕様変更などによる手戻りや追加作業によ

り、想定した作業量を大幅に上回る案件が発生しました。当下期には当該不採算案件は収束し、他のプロジェクト

もほぼ計画通りに推移していることから、回復基調となっています。一方、子会社の一部で当上期に発生した不採

算案件は、当下期に入ってもその影響が残りました。その結果、営業利益は11,567百万円（同22.9％減）、経常利

益は11,995百万円（同20.6％減）と大幅減益となりました。 

特別損益につきましては、当社で有価証券売却益を1,691百万円計上し、一方で、特別損失として、前述の製造業

のプロジェクトに関連した損害賠償金を、1,000百万円計上しています。当期純利益は、経常利益段階での前期比減

益により、5,892百万円(同18.8％減)となりました。 

分野別の概況は以下のとおりです。 

① アウトソーシングサービス分野 

売上高は72,872百万円（同3.8％減）となりました。 

旭化成情報システム株式会社の参入があった一方、東洋ネットワークサービス株式会社の会計処理を変更したた

め、売上高が減少し、前期比微減となりました。 

② ソフトウェア開発分野 

売上高は106,685百万円（同24.5％増）となり、前期を大きく上回りました。 

当社及び株式会社ユーフィットが、複数の大手クレジットカード会社から案件を受注していることに加え、旭化

成情報システム株式会社の参入も増収要因となっています。 

③ ソリューションサービス（情報機器・ソフトウェアの販売）分野 

当社での一般顧客向け販売案件の減少などにより、売上高は23,939百万円（同25.2％減）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末は、財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、前連結会計年度末に比べ資金の減少が多か

ったことにより、現金及び現金同等物(以下「資金」という。）は前連結会計年度末に比べて4,566百万円減少し、

25,203百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動における資金の増加は18,960百万円となりました。税金等調整前当期純利益

12,365百万円に、資金の増加として、減価償却費10,786百万円、仕入債務の増加額679百万円、売上債権の減少額

506百万円等があった一方、資金の減少として、法人税等の支払6,220百万円等があったことにより、前連結会計年

度に比べて15,186百万円増加しています。 



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は11,277百万円となりました。投資有価証券の売却による収

入2,894百万円などがあった一方、資金の減少として、固定資産の取得による支払9,407百万円、投資有価証券の取

得による支出2,276百万円等があったことにより、前連結会計年度に比べて5,307百万円減少しています。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における、財務活動による資金の減少は12,285百万円となりました。長期借入金の借入れによる

収入520百万円、資金の減少として、長期借入金の返済による支出5,948百万円、社債の償還による支出4,994百万

円などがあったため、前連結会計年度に比べて13,340百万円減少しています。 

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績は、次のとおりであります。 

 （注） 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注状況 

当連結会計年度における受注実績は、次のとおりであります。 

 （注）１ アウトソーシングサービスは継続業務でありますので、ソフトウェア開発についてのみ記載しております。

２ 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。 

  生産高(百万円) 前年同期比(％) 

アウトソーシングサービス 72,864 96.2 

ソフトウェア開発 106,563 120.4 

計 179,427 109.2 

  受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

ソフトウェア開発 108,292 109.2 46,474 103.6 

  販売高（百万円） 前年同期比（％） 

アウトソーシングサービス 72,872 96.2 

ソフトウェア開発 106,685 124.5 

ソリューションサービス 23,939 74.8 

その他 6,426 103.0 

計 209,922 105.1 

相手先 
前連結会計年度 当連結会計年度  

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円）   割合（％）

㈱ジェーシービー 20,934 10.5 27,973 13.3 



３【対処すべき課題】 

１）不採算案件の撲滅に向けて 

当連結会計年度は、当社及び子会社で発生した不採算案件により、前期比大幅減益という結果に終わりました。

この反省を踏まえ、提案審査やリスク管理制度をさらに強化いたしました。収益計画に影響を与えるような不採算

案件を再発させないために、これらの施策の徹底を図っていきます。 

２）新規事業育成 

当社では、有力な新規事業分野として、「内部統制」「SPO(サプライチェーン・プロセス・アウトソーシン

グ)」「セキュリティ」を掲げ、育成、事業としての確立に注力しています。 

① 内部統制 

ここ数年の間に、日本の上場会社および連結子会社は、例外なく日本版SOX法対応に向けた内部統制の確立

を求められています。当社は業界内でも先駆けて準備を行い、本分野で定評のあるコンサルティング会社であ

る株式会社プロティビティジャパンと多角的な協業を進め、内部統制整備のためのトータルソリューションの

事業化準備を加速しております。 

さらに、顧客のシステムを運用管理するアウトソーサーとして、SAS70

（Statement on Auditing Standards No.70 ：米国公認会計士協会の監査基準書第70号）に準拠した内部統制

評価報告書の取得を計画しております。 

② SPO(サプライチェーン・プロセス・アウトソーシング) 

当社は、当連結会計年度中から企業間におけるリアルタイムでの電子データ交換サービスSPOの提供を開始

しています。SPOはユーザ企業が抱える企業間EDIに関するソリューションサービスで、「ASPサービス、技術

情報データベース作成支援、技術情報調査・報告業務代行」が含まれています。 

③ セキュリティ 

当社では、セキュリティ分野で精通した社員がセキュリティコンサルタントとして活躍し、セキュリティコ

ンサルティングや脆弱性診断など、高度なプロフェッショナルサービスを提供しています。一般的なサービス

では難しい脆弱性の発見と具体的な対策支援など、これまでも多くの実績に対する高い評価をいただいており

ます。 



４【事業等のリスク】 

当社の事業の状況、経理の状況等において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項について、現時

点で想定される主なものを記載いたしました。なお、本項に含まれる将来に関する事項については、平成18年６月26

日現在において判断したものであります。 

１）事業環境について 

我々の予想を越える市場環境の変化、情報サービス産業内部の競合状況などにより、当社の業績や財政状態に

影響を与える可能性があります。 

２）ソフトウェア開発 

ソフトウェア開発にあたっては、原則として請負契約を締結しています。このため、当該契約の受注時に採算

性が見込まれるプロジェクトであっても、進行途中で想定外の仕様変更が発生し、作業工数が当初の見積もり以

上に増加することにより、最終的に案件が不採算化することがあります。また、当社では複数年にわたるプロジ

ェクトを受注することがありますが、長期のプロジェクトは環境や技術の変化に応じた諸要件の変更が生じる可

能性があると考えられます。 

３）アウトソーシングの安定的稼動 

当社の主要サービス分野の一つにアウトソーシングがあり、ソフトウェア開発完成後のシステムの安定稼動も

重要であると考えております。当社は運用上の不具合が発生しないように対策を講じておりますが、システムの

障害によって顧客が要求する水準での安定稼動が実現できなかったときには、業績に直接的な影響を与える可能

性があります。 

また、アウトソーシング事業では、東京都、大阪府、愛知県及び栃木県に設置したデータセンタにおいて24時

間365日稼動のアウトソ－シング業務を行っております。データセンタの建物は耐震構造を採用し、自家発電装置

による無停電電源を確保し、防犯設備を完備するなど、想定し得る範囲で万全な設備環境を整備しております。

しかし、想定を超えた大規模自然災害や国際紛争・テロ及び重大な犯罪行為等により、データセンタの円滑な稼

動が阻害されるような事態が発生した場合には、財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。 

４）特有の法的規制・取引慣行・経営方針 

インターネット技術の発展により、利用者の利便性が格段に向上した一方、個人情報保護をはじめとしたセキ

ュリティ管理が社会全般に厳しく問われるようになりました。情報サービス産業では、顧客の個人情報など機密

情報を取り扱う機会が多く、一層慎重な対応が求められています。当社でも現時点で万全な対策を講じています

が、万が一サイバーテロや、悪意による情報漏洩が発生した場合は業績に影響を与えるだけでなく、当社の信用

に影響を与える可能性があります。 

５）重要な訴訟事件等の発生 

当社は、社会的に信頼される企業グループであるために、有効なコンプライアンス体制の確立に努めておりま

すが、国内外の事業活動の遂行にあたり、法令などに対する違反の有無にかかわらず、何らかの原因で当社及び

その関係者が民事、刑事、労務問題などの関連で訴訟などを提起される可能性があります。これらの訴訟などが

提起されること、またはその結果によって、当社の経営成績及び財政状態などに悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

現在、係争中の案件として、以下のものがあります。 

平成17年7月に、イーシステム株式会社が、当社に対してライセンス売買契約の契約解除を原因とする損害賠償

を請求する旨の意思表示があったことを受けて、当社は同年7月15日に当該損害賠償の債務不存在確認請求の提訴

を、東京地方裁判所に行いました。これに対し、同年8月25日にイーシステム株式会社は、損害賠償金（464百万

円）等の支払を求める反訴状を、東京地方裁判所に提出しております。 

  

５【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 



６【研究開発活動】 

当社は、システム構築におけるエンジニアリング基盤とマネジメント基盤の一層の充実を図ることにより、生産性

と品質向上に取り組んで参りました。エンジニアリング基盤整備では、当社の基盤技術センターを中心に、従前より

インフラ構築技術の強化、セキュアプログラミングの徹底、アプリケーション開発技術をテーマとしております。マ

ネジメント基盤整備では、生産技術部が開発プロジェクトの「見える化（可視化）」を推進して参りました。 

個別分野では、情報セキュリティ、ＥＤＩ分野での研究、開発を進めて参りました。子会社のアイティリサーチ株

式会社と米国のTIS R&D Center, Inc.では、全社的な研究課題に取り組むとともに、顧客に対するマーケティングレ

ポートの提供を試行しております。 

１． 全社分野 

① 開発現場と連携した技術力の強化 

基盤技術センターでは、非機能要件の設計技術力とテスト技術力の強化に注力しました。 

お客様に満足いただけるシステムを構築するためには、お客様が必要とする機能を実現するだけでなく、性

能、可用性、障害発生時の回復容易性、保守性等の非機能要件を、お客様の要求に即して実現することが求め

られております。特に、大規模システムの場合には、非機能要件を実現するためには、設計技術力が鍵となり

ます。同時に、結合テストやシステムテストにおいて検証すべき項目が増加しているため、従前以上に高度な

テストが必要になります。 

これら非機能要件の設計技術力とテスト技術力強化のために、全社の技術者を対象にした集合研修や、エキ

スパートによるプロジェクト支援を行いました。また、システム設計技術力の核となるＩＴアーキテクトを多

数育成するため、候補者を選抜して長期的に研修を行う制度を開始しました。 

② 開発プロジェクトの可視化 

生産技術部では、開発プロジェクトの可視化をテーマに、当連結会計年度から本格的な活動を開始いたしま

した。 

短期的な視点では、開発プロジェクトを、生産性、品質、進捗の３つの視点で可視化することを目的に、ま

ずは、ファンクションポイント法による規模計測を実施し、生産性を定量的に捉える仕組みを整備しました。

また、プロジェクトの進捗過程においても、定量的に進捗状況と品質状況を捉える基準を作り、全社展開を行

いました。 

中期的な視点では、CMMIのプロセス改善の考えを取り入れ、上記の取り組みを含む全社標準プロセスの策定

に着手し、次期中期経営計画に向けての基盤整備に取り組んでいます。 

２．個別課題 

① セキュリティコンサルティング 

昨今、以前にも増して、ユーザー企業のＷｅｂサイトの脆弱性をついたハッキング被害に関する報道を目に

する機会が多くなりました。セキュアワン室では、特にハッキングに関して見識の深いセキュリティコンサル

タントが、最新のセキュリティ技術に関する研究を続けてまいりました。 

これらの研究成果が、ユーザー企業のＷｅｂサイトの脆弱性に対し、診断・対策支援や監査サービスを中心

としたセキュリティコンサルティングを行なう当社独自のソリューションにつながっております。 

② ＥＤＩソリューション 

製造業界では、国際取引、グリーン調達など様々な市場変革を迎えています。当社では、サプライチェーン

を構成する全ての企業間の情報交換に向けＥＤＩセンターを立上げ、ワンストップでソリューションを提供し

ていくことを進めています。特に、ＩＴ新改革戦略による中小企業のＥＤＩ普及・促進が進められる中、経済

産業省の全面的な支援のもとに発足した「共通XML/EDI実用化推進協議会（COXEC）」に参画し、ソリューショ

ンの一層の充実に注力しております。 

なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は、245百万円であります。 

当社グループは、顧客ニーズに応じた情報システム企画からソフトウェアの開発、ハードウェアの選定及び

こうしたシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態であり

ますので、研究開発活動を事業区分に関連付けて記載しておりません。  



７【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準にしたがって作成

しております。連結財務諸表の作成にあたっては、決算日における見積り及び予測が必要であります。当社グルー

プは、過去の実績および現在の状況を踏まえ、合理的と判断される前提に基づき、継続的に見積り及び予測を実施

しております。 

・繰延税金資産 

 繰延税金資産の計上は、将来の課税所得の見積りによっております。 

・退職給付引当金 

 従業員に対する退職給付引当金は、保険数理計算に基づき算定しております。退職給付債務の計算は前提とする

割引率、報酬水準の増加率や従業員の平均勤務期間に影響されます。当社グループで用いる割引率は、主に格付け

が一定以上の債券利回りを基に決定しており、報酬水準の増加率及び従業員の平均勤務期間については当社グルー

プの過去の実績に基づいております。 

・貸倒引当金 

 当社グループでは、過去の貸倒実績率に基づいて一般債権に対する貸倒引当金を計上しております。また、回収

にあたって重大な問題があるかまたは生じる可能性の高い債権に対しては、個別に回収可能性を判断したうえで個

別貸倒見積額を計上しております。 

・その他有価証券の減損 

 当社グループでは、平成18年３月31日現在、その他有価証券38,066百万円を保有しております。これら有価証券

につきましては原則として投資価値が下落し、かつ回復可能性が見込めなくなった時点で評価減を実施しておりま

す。 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

 当連結会計年度における売上高は、209,922百万円（前年同期比5.1％増）となりました。大型案件の受注に加

え、旭化成情報システム株式会社が当連結会計年度より参入したことなどにより、売上を伸ばしました。また、当

社もソフトウェア開発において、複数の大手クレジットカード会社から案件を受注していることから増収となって

います。一方、当社のソリューション分野は、一般顧客向け販売案件の減少などから、減収となりました。 

営業利益については、当社の製造業ならびにサービス業の顧客のプロジェクトと子会社の一部で不採算案件が発

生しました。その結果、営業利益は11,567百万円(同22.9％減)、経常利益11,995百万円(同20.6％減)となりまし

た。 

当期純利益については、当社が投資有価証券売却益で特別利益を計上する一方で、製造業のプロジェクトに関連

した損害賠償金を計上したため、特別損失が発生しました。その結果、5,892百万円(同18.8％減)となりました。 



(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

① 貸借対照表 

１）資産の部 

 当連結会計年度末における資産の部は、前連結会計年度末180,912百万円から5,690百万円増加し186,603百

万円となりました。増加のうち主なものは、受取手形及び売掛金の増加（1,998百万円）および株価上昇によ

る投資有価証券の時価評価等による増加（8,783百万円）であります。 

２）負債の部 

 当連結会計年度末における負債の部は、前連結会計年度末91,552百万円から3,205百万円減少し88,347百万

円となりました。減少のうち主なものは、当社において転換社債を償還したことによる減少 (4,994百万

円) です。 

３）資本の部 

 当連結会計年度末における資本の部は、前連結会計年度末78,369百万円から7,272百万円増加し85,642百万

円となりました。主な要因は、当期純利益 (5,892百万円) による増加および配当金 (△1,223百万円)による

減少であります。なお、転換社債の転換およびストックオプションの行使により、資本金 (5百万円) および

資本剰余金 (5百万円) がそれぞれ増加しております。またこれに伴い、期末発行済株式数は前期末

45,312,369株に対して2,533株増加し、45,314,902株となっております（いずれも自己保有株式数を除く）。 

② キャッシュ・フロー 

 当社グループの資金状況は、「１ 業績等の概要 (2）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、営業活

動において18,960百万円の増加、投資活動において11,277百万円の減少、財務活動において12,285百万円の減少

となりました。この結果、当連結会計年度末における資金は、前連結会計年度末に比べて4,566百万円減少し、

25,203百万円となりました。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

 当社グループでは、当連結会計年度において、アウトソーシングサービス事業強化のための設備増強などで、計

9,661百万円を投資しました。なお、当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェ

アの開発、ハードウェアの選定及びシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可

分の営業形態でありますので、設備の状況を事業区分に関連付けて記載しておりません。 

 また、当社グループは、無形固定資産の額が大きいため、設備投資等の金額に無形固定資産を含めております。 

２【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

 平成18年３月31日現在 

 （注） １ 金額に消費税等は含まれておりません。 

     ２ 「その他」には無形固定資産（主としてソフトウェア）を含んでおります。 

     ３ 上記以外の主な賃借及びリース設備は、下記のとおりであります。 

        (１)賃借設備 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
(名) 建物及び 

構築物 
機械装置 
及び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 
(注) 

合計 

大阪本社 

(大阪府吹田市) 
事務所及び設備 291 3 

― 

(―) 
22 317 570 

大阪センター 

(大阪府吹田市) 
〃 2,611 247 

798 

(3,662) 
1,027 4,685 2 

東京本社 

(東京都港区) 
〃 684 8 

― 

(―) 
1,529 2,223 1,205 

竹芝サウスタワー 

(東京都港区) 
〃 29 ― 

― 

(―) 
218 248 190 

東京第１センター 

(東京都江東区) 
〃 4,454 982 

1,419 

(3,306) 
567 7,424 ― 

東京第２センター 

(東京都江東区) 
〃 1,855 215 

― 

(―) 
169 2,240 ― 

東京第３センター 

(東京都江東区) 
〃 5,390 212 

2,826 

(6,236) 
101 8,531 ― 

中部事業部 

(愛知県名古屋市西区) 
〃 6 ― 

― 

(―) 
3 9 81 

九州支社 

(福岡市博多区) 
〃 2 ― 

― 

(―) 
0 3 17 

その他 寮・社宅・保養所等 1,611 1 
1,436 

(6,492) 
44 3,094 410 

計   16,936 1,673 
6,480 

(19,698) 
3,686 28,777 2,475 

事業所名 設備の内容 期間 
年間賃借料又は
リース料 
(百万円) 

東京本社 

(東京都港区) 
事務所 ――― 1,231 

大阪本社 

(大阪府吹田市) 
〃 ――― 407 

東京第２センター 

(東京都江東区) 
〃 ――― 404 

竹芝サウスタワー 

(東京都港区) 
〃 ――― 126 



(2) リース設備 

(2) 国内子会社 

平成18年３月31日現在 

 （注) １ 金額に消費税等は含まれておりません。 

２ 上記以外の連結会社の設備の状況については、設備の規模が非常に小さいため、記載を省略しております。

３ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員を表示しております。 

４ 「その他」には無形固定資産（主としてソフトウェア）を含んでおります。 

名称 台数 期間 
年間賃借料又は
リース料 
(百万円) 

賃借又はリース
契約残高 
(百万円) 

ストレージ機器 

(リース) 
１セット ４年間 111 166 

ＩＢＭメインフレーム 

(リース) 
１セット ５年間 44 78 

レーザープリンタ 

(リース) 
１セット ５年間 13 68 

ストレージ機器 

(リース) 
１セット ４年間 12 42 

会社名 設備の内容 
帳簿価額（百万円） 

従業員数 
(名) 

貸与資産 その他 合計 

ＴＩＳリース㈱ 貸与資産及び事務用備品 8,134 10 8,145 
11(４) 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
帳簿価額（百万円） 

従業員数 
(名) 

建物及び構築物 その他 合計 

クオリカ㈱ 
本社・事務所 

(東京都江東区他) 
事務所及び設備 139 384 523 

708(１) 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
(名) 

建物及び構築物
土地 

(面積千㎡) 
その他 合計 

㈱アグレックス 

本社・事務所 

(東京都新宿区他) 
事務所及び設備 153 

― 

(―) 
294 448 

843(188) 

多摩センター 事務所及び設備 155 ― 337 492 
568(1,259) 

その他 
寮・社宅・保養

所等 
9 

205 

(1,007) 
0 215 ― 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
(名) 

建物及び構築物
機械装置 
及び運搬具 

その他 合計 

㈱ユーフィット 
本社・事務所 

(名古屋市中区他) 
事務所及び設備 1,243 1,903 1,855 5,002 

947(49) 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数 
(名) 

建物及び構築物
機械装置 
及び運搬具 

その他 合計 

旭化成情報シス

テム㈱ 

本社・事務所 

(東京都墨田区他) 
事務所及び設備 430 326 1,328 2,086 

326 



３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社の企業集団の設備投資については、需要予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案・計画しており、設備

計画は原則的に提出会社を中心に行っております。 

 当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定額は、8,500百万円でありますが、その

所要資金については、自己資金及び借入金による資金を充当する予定であります。 

 重要な設備の新設等の計画のうち主なものは、以下のとおりであります。 

(1) 重要な設備の新設等 

 （注） 金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

設備の内容 

投資予定額 

資金調達方法 着手年月 
完了予定 
年月 総額 

(百万円) 
既支払額 
(百万円) 

提出会社 

 大阪センター 造作等  1,600 ― 自己資金 18.4 19.3 

 東京第１センター 造作等 1,180 ― 自己資金  18.4 19.3 

 東京第２センター 造作等 400 ― 自己資金 18.4 19.3 

 東京第３センター 造作等 350 ― 自己資金 18.4 19.3 

 大阪・東京センター 
コンピュー

タ設備  
740 ― 自己資金 18.4 19.3 

ＴＩＳ 

リース㈱ 
 東京都中央区 貸与資産  2,100 ― 

自己資金 

借入金  
18.4 19.3 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注） 提出日現在の株式数には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使（旧転換

社債等の権利行使を含む。）により発行された株式数は含まれておりません。 

(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法280条ノ19の規定に基づく新株引受権方式のストックオプションの状況は次のとおりであります。 

株主総会の特別決議（平成13年６月28日） 

 （注）１①「新株予約権の目的となる株式の数」は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由に

より権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

②当社が株式分割（配当可能利益または準備金の資本組入れによる場合も含むものとし、以下同様としま

す。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、その

時点で対象者が新株引受権を行使していない目的たる株式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２①権利を付与された者は、以下の期間毎に、付与された権利の一部または全部を行使することができるものと

します。ただし、行使可能な株式数が１単位の株式数またはその整数倍に満たない場合、１単位未満の株式

数を切り上げ、単位株式数の整数倍の株式数につき権利行使ができるものとします。 

(ⅰ) 平成15年７月１日から平成15年12月31日までは、権利を付与された株式数の４分の１について権利を

行使することができるものとします。 

(ⅱ) 平成16年１月１日から平成16年12月31日までは、権利を付与された株式数の２分の１について権利を

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 82,400,000 

計 82,400,000 

種類 
事業年度末現在発行数 

（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成18年６月26日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 45,324,012 45,325,412 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

（各市場第１部） 

― 

計 45,324,012 45,325,412 ― ― 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 367,500  （注１）   

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき 3,906 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日から 

平成18年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  3,906 

資本組入額 1,953 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）２ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株引受権の譲渡、質入

その他の一切の処分は認

めないものとします。 

同左 



行使することができるものとします。 

(ⅲ) 平成17年１月１日から平成17年12月31日までは、権利を付与された株式数の４分の３について権利を

行使することができるものとします。 

(ⅳ) 平成18年１月１日から平成18年12月31日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権利を行

使することができるものとします。 

②対象者は、本新株引受権の行使時において、当社の取締役または使用人であることを要するものとします。

ただし、平成15年７月１日以後、対象者が取締役または使用人の地位を喪失した場合、以下の各号に定める

事由に基づく場合には、権利行使期間内及び以下の各号の規定の範囲内で、本新株引受権を行使することが

できるものとします。 

(ⅰ) 対象者である取締役が、辞任もしくは任期満了により取締役の地位を喪失した場合、または取締役の

地位を喪失後に使用人の地位を喪失した場合、その地位を喪失した日から２年以内に限り、前記①の

定めにかかわらず、付与された新株引受権の全部を行使することができるものとします。 

(ⅱ) 対象者である使用人が、転籍出向を理由として退職した場合、退職の日から２年以内に限り、前記①

の定めにかかわらず、付与された新株引受権の全部を行使することができるものとします。 

(ⅲ) 対象者である使用人が、当社就業規則第42条（定年退職）の規定によりその地位を喪失した場合、そ

の地位を喪失した日から１年以内に限り、退職時に行使できた株式数の範囲内で、付与された新株引

受権を行使することができるものとします。 

③対象者である使用人が、欠勤または当社就業規則第38条第１項第２号ないし第４号、第２項及び第３項の規

定に基づく休職（以下「休職」といいます。）をしている場合には、以下の各号の規定に従うものとしま

す。 



(ⅰ) 対象者である使用人が、欠勤または休職をしている場合、その期間中に限り、本新株引受権を行使で

きないものとします。 

(ⅱ) 対象者である使用人が、権利付与日から権利を行使する時までの間に、連続して12か月以上にわた

り、欠勤または休職をしている場合（連続する欠勤と休職とを合計して連続12か月以上となる場合を

含みます。）、前号の規定にかかわらず、本新株引受権を行使できないものとします。 

④平成15年７月１日以後、対象者が死亡を理由として退職した場合、当該対象者の相続人は、相続開始後１年

以内に限り、当該対象者が相続開始時に行使できた株式数の範囲内で、本新株引受権を行使することができ

るものとします。 

⑤会社が他社と吸収合併または新設合併を行う場合、未行使の新株引受権はかかる吸収合併または新設合併に

かかる契約の定めに従うものとします。 

⑥新株引受権に関するその他の細目事項については、本総会以後に開催される取締役会決議によるものとしま

す。 

② 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況は次のとおりであります。

株主総会の特別決議（平成14年６月27日） 

 （注）１①新株予約権１個につき当社普通株式100株とします。 

②「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、定時株主総会決議における新株発行予定

数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる

株式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

します。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

また、当社が他社と合併を行う場合、当社が株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分

割を行う場合で、当社が必要と認めた場合には、当社は目的たる株式の数の調整を行うことができます。こ

の場合においては、上記ただし書きの規定を準用するものとします。 

３①新株予約権者は、以下の期間毎に、割り当てられた新株予約権の一部または全部を行使することができるも

のとします。ただし、行使可能な株式数が１単元の株式数またはその整数倍に満たない場合、１単元未満の

株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍の株式数につき権利を行使することができるものとします。 

(ⅰ) 平成16年７月１日から平成16年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分

の１について権利を行使することができるものとします。 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 3,206（注）１   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 320,600（注）２   

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき 3,562 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日から 

平成19年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  3,562 

資本組入額 1,781 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
取締役会の承認を要する

ものとします。 
同左 



(ⅱ) 平成17年１月１日から平成17年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の２分

の１について権利を行使することができるものとします。 

(ⅲ) 平成18年１月１日から平成18年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分

の３について権利を行使することができるものとします。 

(ⅳ) 平成19年１月１日から平成19年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数のすべ

てについて権利を行使することができるものとします。 

②新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役または使用人であることを要するものとし

ます。ただし、平成16年７月１日以後、新株予約権者が取締役または使用人の地位を喪失した場合、以下の

各号に定める事由に基づく場合には、権利行使期間内及び以下の各号の規定の範囲内で、本新株予約権を行

使することができるものとします。 

(ⅰ) 新株予約権者である取締役が、辞任もしくは任期満了により取締役の地位を喪失した場合、または取

締役の地位を喪失後に使用人の地位を喪失した場合、その地位を喪失した日から２年以内に限り、前

記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の全部を行使することができるものとします。 

(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、転籍出向を理由として退職した場合、退職の日から２年以内に限り、

前記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の全部を行使することができるものとしま

す。 

(ⅲ) 新株予約権者である使用人が、当社就業規則第42条（定年退職）の規定によりその地位を喪失した場

合、その地位を喪失した日から１年以内に限り、退職時に行使できた株式数の範囲内で、割り当てら

れた新株予約権を行使することができるものとします。 

③新株予約権者である使用人が、欠勤または当社就業規則第38条第１項第２号ないし第４号、第２項及び第３

項の規定に基づく休職（以下「休職」といいます。）をしている場合には、以下の各号の規定に従うものと

します。 

(ⅰ) 新株予約権者である使用人が、欠勤または休職をしている場合、その期間中に限り、本新株予約権を

行使できないものとします。 

(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、新株予約権の発行日から権利を行使する時までの間に、連続して12か

月以上にわたり、欠勤または休職をしている場合（連続する欠勤と休職とを合計して連続12か月以上

となる場合を含みます。）、前号の規定にかかわらず、本新株予約権を行使できないものとします。 

④平成16年７月１日以後、新株予約権者が死亡を理由として退職した場合、当該新株予約権者の相続人は、相

続開始後１年以内に限り、当該新株予約権者が相続開始時に行使できた株式数の範囲内で、本新株予約権を

行使することができるものとします。 

⑤当社が、本新株予約権の目的たる株式の数の調整または払込金額の調整を行う場合で、当社が必要と判断し

た場合には、当社は、合理的かつ必要な範囲内で、本新株予約権の行使を制限することができます。 

⑥当社が他社と合併を行う場合、未行使の新株予約権はかかる合併にかかる契約の定めに従うものとします。

⑦その他権利行使の条件については、本総会以後に開催される取締役会決議により決定し、新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 

⑧新株予約権の消却事由及び条件 

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の

議案および株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することが

できるものとします。 

(ⅱ) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を

行使できないものが生じた場合（前記①の場合を除きます。）、当社は当該新株予約権については無

償で消却することができるものとします。 



株主総会の特別決議（平成15年６月27日） 

 （注）１①新株予約権１個につき当社普通株式100株とします。 

②「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、定時株主総会決議における新株発行予定

数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる

株式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

します。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

また、当社が他社と合併を行う場合、当社が株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分

割を行う場合で、当社が必要と認めた場合には、当社は目的たる株式の数の調整を行うことができます。こ

の場合においては、上記ただし書きの規定を準用するものとします。 

３①新株予約権者は、以下の期間毎に、割り当てられた新株予約権の一部または全部を行使することができるも

のとします。ただし、行使可能な株式数が１単元の株式数またはその整数倍に満たない場合、１単元未満の

株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍の株式数につき権利を行使することができるものとします。 

(ⅰ) 平成17年７月１日から平成17年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分

の１について権利を行使することができるものとします。 

(ⅱ) 平成18年１月１日から平成18年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の２分

の１について権利を行使することができるものとします。 

(ⅲ) 平成19年１月１日から平成19年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分

の３について権利を行使することができるものとします。 

(ⅳ) 平成20年１月１日から平成20年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数のすべ

てについて権利を行使することができるものとします。 

②新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役もしくは使用人または当社子会社の取締

役、執行役員もしくは使用人であることを要するものとします。ただし、平成17年７月１日以後、新株予約

権者が取締役、執行役員または使用人の地位を喪失した場合、以下の各号に定める事由に基づく場合には、

権利行使期間内及び以下の各号の規定の範囲内で、本新株予約権を行使することができるものとします。 

(ⅰ) 新株予約権者である取締役または執行役員が、辞任もしくは任期満了により取締役もしくは執行役員

の地位を喪失した場合、または取締役の地位を喪失後に執行役員もしくは使用人の地位を喪失した場

合、その地位を喪失した日から２年以内に限り、前記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予

約権の全部を行使することができるものとします。 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 3,537 (注)１   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 353,700 （注）２   

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株につき 2,750 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日から 

平成20年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  2,750 

資本組入額 1,375 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
取締役会の承認を要する

ものとします。 
同左 



(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、転籍出向を理由として退職した場合、退職の日から２年以内に限り、

前記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の全部を行使することができるものとしま

す。 

(ⅲ) 新株予約権者である使用人が、当社就業規則第42条（定年退職）または当社子会社就業規則第44条

（定年退職）の規定によりその地位を喪失した場合、その地位を喪失した日から１年以内に限り、退

職時に行使できた株式数の範囲内で、割り当てられた新株予約権を行使することができるものとしま

す。 

③新株予約権者である使用人が、欠勤または当社就業規則第38条第１項第２号ないし第４号、第２項及び第３

項の規定もしくは当社子会社就業規則第40条第１項第２号ないし第４号、第２項および第３項の規定に基づ

く休職（以下「休職」といいます。）をしている場合には、以下の各号の規定に従うものとします。 

(ⅰ) 新株予約権者である使用人が、欠勤または休職をしている場合、その期間中に限り、本新株予約権を

行使できないものとします。 

(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、新株予約権の発行の日から権利を行使する時までの間に、連続して12

か月以上にわたり、欠勤または休職をしている場合（連続する欠勤と休職とを合計して連続12か月以

上となる場合を含みます。）、前号の規定にかかわらず、本新株予約権を行使できないものとしま

す。 

④平成17年７月１日以後、新株予約権者が死亡を理由として退職した場合、当該新株予約権者の相続人は、相

続開始後１年以内に限り、当該新株予約権者が相続開始時に行使できた株式数の範囲内で、本新株予約権を

行使することができるものとします。 

⑤当社が、本新株予約権の目的たる株式の数の調整または払込金額の調整を行う場合で、当社が必要と判断し

た場合には、当社は、合理的かつ必要な範囲内で、本新株予約権の行使を制限することができます。 

⑥当社が他社と合併を行う場合、未行使の新株予約権はかかる合併にかかる契約の定めに従うものとします。

⑦その他権利行使の条件については、本総会以後に開催される取締役会決議により決定し、新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 

⑧新株予約権の消却事由及び条件 

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の

議案および株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することが

できるものとします。 

(ⅱ) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を

行使できないものが生じた場合（前記①の場合を除きます。）、当社は当該新株予約権については無

償で消却することができるものとします。 



株主総会の特別決議（平成16年６月25日） 

 （注）１①新株予約権１個につき当社普通株式100株とします。 

②「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、定時株主総会決議における新株発行予定

数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる

株式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

します。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

また、当社が他社と合併を行う場合、当社が株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分

割を行う場合で、当社が必要と認めた場合には、当社は目的たる株式の数の調整を行うことができます。こ

の場合においては、上記ただし書きの規定を準用するものとします。 

３①新株予約権者は、以下の期間毎に、割り当てられた新株予約権の一部または全部を行使することができるも

のとします。ただし、行使可能な株式数が１単元の株式数またはその整数倍に満たない場合、１単元未満の

株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍の株式数につき権利を行使することができるものとします。 

(ⅰ) 平成18年７月１日から平成18年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分

の１について権利を行使することができるものとします。 

(ⅱ) 平成19年１月１日から平成19年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の２分

の１について権利を行使することができるものとします。 

(ⅲ) 平成20年１月１日から平成20年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分

の３について権利を行使することができるものとします。 

(ⅳ) 平成21年１月１日から平成21年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数のすべ

てについて権利を行使することができるものとします。 

②新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役もしくは使用人または当社子会社の取締

役、執行役員もしくは使用人であることを要するものとします。ただし、平成18年７月１日以後、新株予約

権者が取締役、執行役員または使用人の地位を喪失した場合、以下の各号に定める事由に基づく場合には、

権利行使期間内及び以下の各号の規定の範囲内で、本新株予約権を行使することができるものとします。 

(ⅰ) 新株予約権者である取締役または執行役員が、辞任もしくは任期満了により取締役もしくは執行役員

の地位を喪失した場合、または取締役の地位を喪失後に執行役員もしくは使用人の地位を喪失した場

合、その地位を喪失した日から２年以内に限り、前記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予

約権の全部を行使することができるものとします。 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 3,832 (注)１   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 383,200 （注）２   

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株につき 4,750 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年７月１日から 

平成21年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  4,750 

資本組入額 2,375 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
取締役会の承認を要する

ものとします。 
同左 



(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、転籍出向を理由として退職した場合、退職の日から２年以内に限り、

前記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の全部を行使することができるものとしま

す。 

(ⅲ) 新株予約権者である使用人が、当社就業規則第42条（定年退職）または当社子会社就業規則第44条

（定年退職）の規定によりその地位を喪失した場合、その地位を喪失した日から１年以内に限り、退

職時に行使できた株式数の範囲内で、割り当てられた新株予約権を行使することができるものとしま

す。 

③新株予約権者である使用人が、欠勤または当社就業規則第38条第１項第２号ないし第４号、第２項及び第３

項の規定もしくは当社子会社就業規則第40条第１項第２号ないし第４号、第２項および第３項の規定に基づ

く休職（以下「休職」といいます。）をしている場合には、以下の各号の規定に従うものとします。 

(ⅰ) 新株予約権者である使用人が、欠勤または休職をしている場合、その期間中に限り、本新株予約権を

行使できないものとします。 

(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、新株予約権の発行の日から権利を行使する時までの間に、連続して12

か月以上にわたり、欠勤または休職をしている場合（連続する欠勤と休職とを合計して連続12か月以

上となる場合を含みます。）、前号の規定にかかわらず、本新株予約権を行使できないものとしま

す。 

④平成18年７月１日以後、新株予約権者が死亡を理由として退職した場合、当該新株予約権者の相続人は、相

続開始後１年以内に限り、当該新株予約権者が相続開始時に行使できた株式数の範囲内で、本新株予約権を

行使することができるものとします。 

⑤当社が、本新株予約権の目的たる株式の数の調整または払込金額の調整を行う場合で、当社が必要と判断し

た場合には、当社は、合理的かつ必要な範囲内で、本新株予約権の行使を制限することができます。 

⑥当社が他社と合併を行う場合、未行使の新株予約権はかかる合併にかかる契約の定めに従うものとします。

⑦その他権利行使の条件については、本総会以後に開催される取締役会決議により決定し、新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 

⑧新株予約権の消却事由及び条件 

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の

議案および株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することが

できるものとします。 

(ⅱ) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を

行使できないものが生じた場合（前記①の場合を除きます。）、当社は当該新株予約権については無償で消

却することができるものとします。 



株主総会の特別決議（平成17年６月24日） 

 （注）１①新株予約権１個につき当社普通株式100株とします。 

②「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、定時株主総会決議における新株発行予定

数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる

株式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

します。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率 

また、当社が他社と合併を行う場合、当社が株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社分

割を行う場合で、当社が必要と認めた場合には、当社は目的たる株式の数の調整を行うことができます。こ

の場合においては、上記ただし書きの規定を準用するものとします。 

３①新株予約権者は、以下の期間毎に、割り当てられた新株予約権の一部または全部を行使することができるも

のとします。ただし、行使可能な株式数が１単元の株式数またはその整数倍に満たない場合、１単元未満の

株式数を切り上げ、単元株式数の整数倍の株式数につき権利を行使することができるものとします。 

(ⅰ) 平成19年７月１日から平成19年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分

の１について権利を行使することができるものとします。 

(ⅱ) 平成20年１月１日から平成20年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の２分

の１について権利を行使することができるものとします。 

(ⅲ) 平成21年１月１日から平成21年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数の４分

の３について権利を行使することができるものとします。 

(ⅳ) 平成22年１月１日から平成22年12月31日までは、割り当てられた新株予約権の目的たる株式数のすべ

てについて権利を行使することができるものとします。 

②新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役もしくは使用人または当社子会社の取締

役、執行役員もしくは使用人であることを要するものとします。ただし、平成19年７月１日以後、新株予約

権者が取締役、執行役員または使用人の地位を喪失した場合、以下の各号に定める事由に基づく場合には、

権利行使期間内及び以下の各号の規定の範囲内で、本新株予約権を行使することができるものとします。 

(ⅰ) 新株予約権者である取締役または執行役員が、辞任もしくは任期満了により取締役もしくは執行役員

の地位を喪失した場合、または取締役の地位を喪失後に執行役員もしくは使用人の地位を喪失した場

合、その地位を喪失した日から２年以内に限り、前記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予

約権の全部を行使することができるものとします。 

  
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 3,880 (注)１   

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 388,000 （注）２   

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1株につき 4,014 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から 

平成22年12月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  4,014 

資本組入額 2,007 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
取締役会の承認を要する

ものとします。 
同左 



(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、転籍出向を理由として退職した場合、退職の日から２年以内に限り、

前記①の定めにかかわらず、割り当てられた新株予約権の全部を行使することができるものとしま

す。 

(ⅲ) 新株予約権者である使用人が、当社就業規則第42条（定年退職）または当社子会社就業規則第44条

（定年退職）の規定によりその地位を喪失した場合、その地位を喪失した日から１年以内に限り、退

職時に行使できた株式数の範囲内で、割り当てられた新株予約権を行使することができるものとしま

す。 

③新株予約権者である使用人が、欠勤または当社就業規則第38条第１項第２号ないし第４号、第２項及び第３

項の規定もしくは当社子会社就業規則第40条第１項第２号ないし第４号、第２項および第３項の規定に基づ

く休職（以下「休職」といいます。）をしている場合には、以下の各号の規定に従うものとします。 

(ⅰ) 新株予約権者である使用人が、欠勤または休職をしている場合、その期間中に限り、本新株予約権を

行使できないものとします。 

(ⅱ) 新株予約権者である使用人が、新株予約権の発行の日から権利を行使する時までの間に、連続して12

か月以上にわたり、欠勤または休職をしている場合（連続する欠勤と休職とを合計して連続12か月以

上となる場合を含みます。）、前号の規定にかかわらず、本新株予約権を行使できないものとしま

す。 

④平成19年７月１日以後、新株予約権者が死亡を理由として退職した場合、当該新株予約権者の相続人は、相

続開始後１年以内に限り、当該新株予約権者が相続開始時に行使できた株式数の範囲内で、本新株予約権を

行使することができるものとします。 

⑤当社が、本新株予約権の目的たる株式の数の調整または払込金額の調整を行う場合で、当社が必要と判断し

た場合には、当社は、合理的かつ必要な範囲内で、本新株予約権の行使を制限することができます。 

⑥当社が他社と合併を行う場合、未行使の新株予約権はかかる合併にかかる契約の定めに従うものとします。

⑦その他権利行使の条件については、本総会以後に開催される取締役会決議により決定し、新株予約権者との

間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとします。 

⑧新株予約権の消却事由及び条件 

(ⅰ) 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の

議案および株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で消却することが

できるものとします。 

(ⅱ) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなったため新株予約権を

行使できないものが生じた場合（前記①の場合を除きます。）、当社は当該新株予約権については無償で消

却することができるものとします。 

③ 旧商法に基づく転換社債の状況は次のとおりであります。 

 当社は、旧商法に基づき転換社債を発行しております。当該転換社債の残高、転換価額及び資本組入額は次の

とおりであります。 

銘柄 
（発行日） 

平成18年３月31日現在 平成18年５月31日現在 

転換社債の
残高 
（百万円） 

転換価格 
（円） 

資本組入額 
（円） 

転換社債の
残高 
（百万円） 

転換価格 
（円） 

資本組入額 
（円） 

第２回無担保転換社債 

（平成12年８月３日） 
9,999 4,337.00 2,169 9,999 4,337.00 2,169 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１ 新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された転換社債の転換及び新株引受権の権利行使を含む。）による

増加であります。 

２ 平成18年４月１日から平成18年５月31日までの間に、新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された転換社

債の転換及び新株引受権の権利行使を含む。）はありません。 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１ 自己株式 9,110株は、「個人その他」に 91単元「単元未満株式の状況」に 10株含まれております。 

２ 「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が 18単元含まれております。 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 
（百万円） 

平成13年４月１日～ 

平成14年３月31日 

（注）１ 

14,686 43,780,212 16 21,336 16 20,665 

平成14年４月１日～ 

平成15年３月31日 

（注）１ 

1,335 43,781,547 1 21,338 1 20,666 

平成15年４月１日～ 

平成16年３月31日 

（注）１ 

1,521,205 45,302,752 1,707 23,046 1,706 22,373 

平成16年４月１日～ 

平成17年３月31日 

（注）１、２ 

17,530 45,320,282 33 23,079 33 22,406 

平成17年４月１日～ 

平成18年３月31日 

（注）１、２ 

3,730 45,324,012 5 23,084 5 22,412 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） ― 71 36 263 285 6 8,085 8,746 ― 

所有株式数

（単元） 
― 134,584 8,689 69,627 189,285 29 50,796 453,010 23,012 

所有株式数の

割合（％） 
― 29.7 1.9 15.4 41.8 0.0 11.2 100.0 ― 



(5）【大株主の状況】 

（注）１.株式会社ＵＦＪ銀行は、平成18年１月１日をもって株式会社東京三菱銀行と合併し、株式会社三菱東京ＵＦＪ

銀行となりました。 

２.平成18年１月13日付でジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社か

ら４社連名による大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成17年12月31日現在で以下の株式を所有して

いる旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないた

め、上記には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

  

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社 
東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,899 8.6 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社 
東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,387 5.3 

資産管理サービス信託銀行株

式会社 
東京都中央区晴海１丁目８番12号 2,193 4.8 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

（注）１、３ 
東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,242 2.7 

株式会社大林組 大阪市中央区北浜東４番33号 1,161 2.6 

株式会社ジェーシービー 東京都港区南青山５丁目１番22号 1,161 2.6 

三信株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目６番１号 1,149 2.5 

オリックス株式会社 東京都港区浜松町２丁目４番１号 1,045 2.3 

ビービーエイチルクスフィデ

リティファンズジャパンファ

ンド 

(常任代理人 株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行) 

37,RUE NOTRE-DAME,LUXEMBOURGGRAND DUCH

Y OF LUXEMBOURG 

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号） 

921 2.0 

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 862 1.9 

計 ― 16,023 35.4 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する所
有株式数の割合（％） 

ジェー・ピー・モルガン・フレミン

グ・アセット・マネジメント・ジャ

パン株式会社 

東京都港区赤坂５丁目２番20号 

412 0.9 

ジェー・ピー・モルガン・ホワイト

フライヤーズ・インク 

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 

10017 ニューヨーク パーク・アベニ

ュー270 

205 0.5 

ジェー・ピー・モルガン・セキュリ

ティーズ・アジア・プライベート・

リミテッド 

シンガポール 068912 168 ロビンソ

ン・ロード キャピタル・タワー 30 0.1 

ジェー・ピー・モルガン・アセッ

ト・マネジメント(ＵＫ)リミテッド 

英国 EC2Y 5AJ ロンドン、ロンドン・

ウォール 125 
1,163 2.6 

計 ― 1,812 4.0 



 ３.平成18年２月15日付で、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから６社連名による大量保有報告書の

変更報告書の提出があり、平成18年１月31日現在で株式を所有している旨の報告を受けておりますが、うち２

社（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、ＵＦＪニコス株式会社）を除く以下４社の株式については、当社として当

事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

４.平成18年３月29日付で野村證券株式会社から４社連名による大量保有報告書の変更報告書の提出があり、平成

18年３月22日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在に

おける実質所有株式数の確認ができないため、上記には含めておりません。 

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

５.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する所
有株式数の割合（％） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 650 1.4 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目４番１号 80 0.2 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 62 0.1 

エム・ユー投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋室町３丁目２番１

５号 
1,375 3.0 

計 ― 2,168 4.8 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％） 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 148 0.3 

NOMURA INTERNATIONAL PLC Nomura House 1,St.Martin's- 

 le Grand London EC1A 4NP,England 
855 1.9 

NOMURA SECURITIES 

 INTERNATIONAL,Inc. 

2 World Financial Center, Building 

 B New York,N.Y.10281-1198 
250 0.6 

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋１丁目12番１号 4,900 10.8 

計 ― 6,153 13.6 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3,899千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2,387千株

資産管理サービス信託銀行株式会社 2,193千株

野村信託銀行株式会社 862千株



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 (注)  「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が 1,800株（議決権18個）含まれており

ます。 

②【自己株式等】 

 (注)  なお、当該株式は、上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（自己株式等）」の欄に含めています。 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

イ 平成13年６月28日開催の第30期定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容 

 当社は新株引受権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ19

及び当社旧定款第７条の規定に基づき、平成13年６月28日開催の第30期定時株主総会終結時に在任する取締役及

び同総会終結時に在籍する使用人のうち一定の者に対して、新株引受権を付与することを、同総会において特別

決議されたものであります。 

 当該制度の内容は次のとおりです。 

  

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      9,100 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 45,291,900 452,919 ― 

単元未満株式 普通株式     23,012 ― ― 

発行済株式総数 45,324,012 ― ― 

総株主の議決権 ― 452,919 ― 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数 
の合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

ＴＩＳ株式会社 

大阪府吹田市江の

木町11番30号 
9,100 － 9,100 0.0 

計 ― 9,100 － 9,100 0.0 

決議年月日 平成13年６月28日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 15 

当社使用人 484 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 423,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



ロ 平成14年６月27日開催の第31期定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容 

 当社は新株予約権によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、当社の取締役及び使用人

の企業価値向上に対する士気を一層高めるとともに優秀な人材を確保することを目的として、平成13年改正旧商

法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、平成14年６月27日開催の第31期定時株主総会終結時に在任

する取締役及び同総会終結時に在籍する使用人のうち一定の者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を

発行することを、同総会において特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は次のとおりです。 

ハ 平成15年６月27日開催の第32期定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容 

 当社は新株予約権によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、当社の取締役及び使用人

並びに当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を高めるとともに、優

秀な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条

ノ21の規定に基づき、平成15年６月27日開催の第32期定時株主総会終結時に在任する取締役及び同総会終結時に

在籍する使用人のうち一定の者並びに同総会終結時に在任する当社子会社の取締役、執行役員及び同総会終結時

に在籍する使用人のうち一定の者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、同総会にお

いて特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は次のとおりです。 

決議年月日 平成14年６月27日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 15 

当社使用人 509 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 370,400 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成15年６月27日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 18

当社使用人 530

当社子会社取締役 3

当社子会社執行役員 2

当社子会社使用人 8

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 401,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



ニ 平成16年６月25日開催の第33期定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容 

 当社は新株予約権によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、当社の取締役及び使用人

並びに当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を高めるとともに、優

秀な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条

ノ21の規定に基づき、平成16年６月25日開催の第33期定時株主総会終結時に在任する取締役及び同総会終結時に

在籍する使用人のうち一定の者並びに同総会終結時に在任する当社子会社の取締役、執行役員及び同総会終結時

に在籍する使用人のうち一定の者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、同総会にお

いて特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は次のとおりです。 

ホ 平成17年６月24日開催の第34期定時株主総会において決議されたストックオプション制度の内容 

 当社は新株予約権によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、当社の取締役及び使用人

並びに当社子会社の取締役、執行役員及び使用人の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を高めるとともに、優

秀な人材を確保し、企業価値向上に資することを目的として、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び商法第280条

ノ21の規定に基づき、平成17年６月24日開催の第34期定時株主総会終結時に在任する取締役及び同総会終結時に

在籍する使用人のうち一定の者並びに同総会終結時に在任する当社子会社の取締役、執行役員及び同総会終結時

に在籍する使用人のうち一定の者に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、同総会にお

いて特別決議されたものであります。 

 当該制度の内容は次のとおりです。 

決議年月日 平成16年６月25日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 16

当社使用人 568

当社子会社取締役 3

当社子会社執行役員 2

当社子会社使用人 12

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 425,600 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

決議年月日 平成17年６月24日 

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役 16

当社使用人 605

当社子会社取締役 2

当社子会社執行役員 2

当社子会社使用人 15

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数（株） 410,100 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 「(2)新株予約権等の状況」に記載されております。 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注） 平成18年６月23日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社は、会社法第165条第２項の定

めにより、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。」旨を定款に定めてお

ります。 

３【配当政策】 

 当社は、経営理念として「価値交換性の向上」を掲げています。これは、当社と関係する株主、顧客、従業員、

等々との間で価値を交換する存在として企業を捉え、こうしたステークホルダーとの関係において、より多くのもの

を還元し、満足度を高めていくことを目指すということです。 

 例えば、お客様に対しては、私たちはご要望を真正面から受け止め、お客様とともに理解しあえる価値を創造し共

有することで、真のパートナーであり続けることが目標です。株主との関係については、お預かりしている資本を十

分に活用し、安定した配当による利益の還元を行うと同時に、将来の成長性についても施策を講じ、長期的な投資に

値する会社であるとの評価をいただけるよう努力します。私たちはお客様や株主、取引先、地域社会、従業員など、

多くのステークホルダーに支えられていることを肝に銘じ、そのいずれにも偏ることなく常に公明正大、中立な存在

でありたいと考えています。 

 上記の方針を踏まえて、平成18年３月期は、前期と同様、１株当たり27円の年間配当を実施する予定です。 

 （注） 当期の中間配当に関する取締役会決議日 平成17年11月7日 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  平成18年６月23日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 － － － 

回次 第31期 第32期 第33期 第34期 第35期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 5,470 3,650 5,040 4,950 4,230 

最低（円） 2,270 1,337 1,501 3,530 2,320 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 2,760 2,960 3,870 4,000 3,900 3,360 

最低（円） 2,365 2,615 2,880 3,410 3,100 2,830 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役社長 

代表取締役 
  岡本 晋 昭和18年５月12日生 

昭和50年10月 当社入社 

平成２年６月 当社取締役 総合企画部長 

平成４年４月 当社常務取締役 総合企画部長 

平成８年６月 当社代表取締役 専務取締役企画

本部長兼管理本部長 

平成９年６月 当社代表取締役 専務取締役社長

室長、企画本部長兼コンサルティ

ング室担当 

平成11年４月 当社代表取締役 専務取締役社長

室長、企画本部長 

平成13年６月 当社代表取締役 専務取締役社長

室長、企画本部長兼同本部国際部

長兼管理本部長兼業務本部長兼ｉ

ＤＣ事業部長 

平成15年４月 当社代表取締役 専務取締役企画

担当、考査室担当兼社長室長兼国

際部長 

平成16年４月 当社代表取締役 取締役社長（現

任） 

10.0 

専務取締役 

代表取締役 

企画本部長、ビ

ジョン21推進室

担当、グループ

サービスセンタ

ー担当兼社長室

長 

浦田 幸夫 昭和22年10月14日生 

昭和46年11月 当社入社 

平成６年６月 当社取締役大阪産業システム第１

事業部長 

平成８年10月 当社取締役金融・カード事業部副

事業部長 

平成11年４月 当社取締役金融・カード事業統括

本部金融・カード第１事業部長 

平成11年６月 当社常務取締役金融・カード事業

統括本部金融・カード第１事業部

長 

平成15年４月 当社常務取締役金融・カード第１

事業部長 

平成16年４月 当社代表取締役 専務取締役アウ

トソーシング担当、技術担当、セ

キュリティ監理室担当 

平成17年10月 当社代表取締役専務取締役アウト

ソーシング担当、技術担当、セキ

ュアワン室担当  

平成18年４月 当社代表取締役専務取締役企画本

部長、ビジョン21推進室担当、グ

ループサービスセンター担当兼社

長室長兼企画本部国際部長 

平成18年６月 当社代表取締役専務取締役企画本

部長、ビジョン21推進室担当、グ

ループサービスセンター担当兼社

長室長（現任） 

6.2 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

専務取締役 

代表取締役 

事業統括本部

長、セキュアワ

ン室担当 

前西 規夫 昭和24年４月19日生 

昭和47年４月 当社入社 

平成８年６月 当社取締役管理本部人事部長 

平成11年４月 当社取締役産業事業統括本部産業

第２事業部長 

平成13年６月 当社常務取締役産業事業統括本部

産業第２事業部長 

平成15年４月 当社常務取締役産業第２事業部長 

平成16年４月 当社代表取締役 専務取締役企画

担当、ビジョン21推進室担当、考

査室担当兼社長室長兼国際部長 

平成17年４月 当社代表取締役専務取締役企画担

当、営業企画担当、ビジョン21推

進室担当、考査室担当兼社長室長

兼国際部長  

平成17年10月 当社代表取締役専務取締役企画担

当、営業企画担当、ビジョン21推

進室担当兼社長室長兼国際部長 

平成18年４月 当社代表取締役専務取締役事業統

括本部長、セキュアワン室担当

（現任)  

（他の会社の代表状況） 

・TIS North Ａmerica Inc. 代表取締役社長 

7.0 

常務取締役 

事業統括本部 

カード第１事業

部長 

桑野 徹 昭和27年５月３日生 

昭和51年４月 当社入社 

平成７年４月 当社大阪クレジットシステム部長 

平成８年４月 当社金融・カード事業部金融シス

テム第３部長 

平成９年６月 当社企画本部企画部長 

平成12年４月 当社産業事業統括本部産業第１事

業部副事業部長 

平成12年６月 当社取締役産業事業統括本部産業

第１事業部副事業部長 

平成13年４月 当社取締役産業事業統括本部産業

第１事業部長 

平成15年４月 当社取締役金融・カード第１事業

部プロジェクト推進室長 

平成16年４月 当社常務取締役プロジェクト推進

室担当 

平成17年10月 当社常務取締役カード第１事業部

長（現任）  

2.7 

常務取締役 

事業統括本部 

プロジェクト第

２推進室担当兼

プロジェクト第

２推進室長 

佐々木 伸好 昭和28年９月21日生 

昭和51年４月 当社入社 

平成７年４月 当社カードシステム第１事業部カ

ードシステム第１部長 

平成８年８月 当社金融・カード事業部カードシ

ステム第１部長兼同事業部カード

システム第２部長 

平成９年６月 当社金融・カード事業部カードシ

ステム第２部長 

平成11年４月 当社企画本部人事部長 

平成12年６月 当社取締役企画本部人事部長 

平成14年４月 当社取締役ｉＤＣ事業部長 

平成15年４月 当社取締役営業企画部長 

平成16年４月 当社常務取締役営業推進担当兼営

業企画部長 

平成17年４月 当社常務取締役プロジェクト第２

推進室担当兼プロジェクト第２推

進室長（現任） 

2.9 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

常務取締役 

事業統括本部 

プロジェクト第

３推進室担当兼

ビジネスシステ

ムコンサルティ

ング事業部長 

宮本 聡 昭和26年９月13日生 

平成６年７月 プライスウォーターハウスコンサ

ルタント株式会社常務取締役 

平成８年10月 当社入社コンサルティング室長 

平成９年６月 当社コンサルティング室長兼東京

産業事業部副事業部長 

平成11年４月 当社産業事業統括本部産業第１事

業部副事業部長兼同事業部コンサ

ルティング部長 

平成12年４月 当社産業事業統括本部産業第１事

業部副事業部長 

平成12年６月 当社取締役産業事業統括本部産業

第１事業部副事業部長 

平成13年４月 当社取締役産業事業統括本部副本

部長 

平成14年４月 当社取締役ＴＩＳコンサルティン

グ株式会社（前 株式会社ティア

イエス・アンド・オリジン・コン

サルティング）取締役副社長 

平成16年４月 当社取締役ＴＩＳコンサルティン

グ株式会社代表取締役社長 

平成17年７月 当社取締役プロジェクト第３推進

室担当兼ＴＩＳコンサルティング

株式会社代表取締役社長  

平成18年４月 当社常務取締役プロジェクト第３

推進室担当兼ビジネスシステムコ

ンサルティング事業部長（現任）  

1.0 

取締役 

事業統括本部 

カード第２事業

部長 

西田 光志 昭和26年９月29日生 

昭和52年４月 当社入社 

平成８年４月 当社東京産業事業部医療・データ

ベース部長 

平成９年６月 当社東京産業事業部データベース

システム部長 

平成11年４月 当社産業事業統括本部産業第１事

業部データベースシステム営業部

長兼同事業部データベースシステ

ム第１部長兼同事業部データベー

スシステム第２部長 

平成12年４月 当社企画本部企画部長 

平成13年６月 当社取締役企画本部企画部長兼同

本部事業開発室長 

平成15年４月 当社取締役企画部長兼事業開発室

長 

平成16年４月 当社取締役金融・カード第１事業

部長 

平成17年10月 当社取締役カード第２事業部長  

平成18年４月 当社取締役事業統括本部カード第

２事業部長（現任）  

5.3 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

コンプライアン

ス本部長兼同本

部コンプライア

ンス室長 

川村 恭章 昭和25年３月17日生 

昭和58年６月 当社入社 

平成９年６月 当社管理本部総務部長兼同本部秘

書室長 

平成14年４月 当社管理本部総務部長兼同本部秘

書室長兼同本部大阪管理部長 

平成15年６月 当社取締役総務部長兼秘書室長兼

大阪管理部長 

平成16年４月 当社取締役グループサービスセン

ター長兼秘書室長 

平成17年10月 当社取締役コンプライアンス室担

当、考査室担当、セキュリティ管

理室担当兼コンプライアンス室長  

平成18年４月 当社取締役コンプライアンス本部

長兼同本部コンプライアンス室長

（現任）  

5.1 

取締役 

事業統括本部 

産業第１事業部

長兼同事業部産

業システム営業

第１部長 

西山 達也 昭和27年５月６日生 

昭和51年４月 当社入社 

平成８年４月 当社名古屋支社長 

平成11年４月 当社金融・カード事業統括本部金

融・カード第１事業部ビジネスシ

ステム第３部長 

平成15年４月 当社金融・カード第１事業部ビジ

ネスシステム営業部長 

平成15年６月 当社取締役金融・カード第１事業

部ビジネスシステム営業部長 

平成16年４月 当社取締役中部事業部長 

平成17年４月 当社取締役産業第1事業部長 

平成18年４月 当社取締役事業統括本部産業第１

事業部長兼同事業部産業システム

営業第１部長（現任）  

3.0 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

事業統括本部 

産業第３事業部

長 

後藤 康雄 昭和33年２月27日生 

昭和57年４月 当社入社 

平成11年４月 当社産業事業統括本部産業第２事

業部マルチメディアビジネス部長 

平成12年４月 当社産業事業統括本部産業第２事

業部マルチメディアビジネス第１

部長 

平成15年４月 当社産業第２事業部副事業部長兼

同事業部産業システム第２部長 

平成15年６月 当社取締役産業第２事業部副事業

部長兼同事業部産業システム第２

部長 

平成16年４月 当社取締役産業第２事業部長 

平成17年４月 当社取締役産業第２事業部長兼中

部事業部長 

平成18年４月 当社取締役事業統括本部産業第３

事業部長（現任）  

1.8 

取締役 

事業統括本部 

産業第２事業部

長兼同統括本部

中部事業部長 

宮下 昌平 昭和29年11月22日生 

昭和56年８月 当社入社 

平成12年７月 当社産業第２事業部ビジネスシス

テム第２部長 

平成15年９月 当社産業第２事業部プロジェクト

推進室長兼同事業部産業システム

第５部長 

平成16年４月 当社産業第２事業部副事業部長兼

同事業部プロジェクト推進室長兼

同事業部産業システム第５部長 

平成16年６月 当社取締役産業第２事業部副事業

部長兼同事業部プロジェクト推進

室長兼同事業部産業システム第５

部長 

平成17年４月 当社取締役産業第２事業部副事業

部長兼同事業部産業システム第７

部長 

平成17年６月 当社取締役産業第２事業部副事業

部長 

平成18年４月 当社取締役事業統括本部産業第２

事業部長兼同統括本部中部事業部

長（現任）  

3.4 

取締役 
事業統括本部 

金融事業部長 
守屋 元雅 昭和30年６月10日生 

平成11年４月 当社入社 

 金融・カード事業統括本部金融・

カード第２事業部ファイナンシャ

ルシステム営業部長 

平成15年４月 当社金融・カード第２事業部ファ

イナンシャルシステム営業部長 

平成16年６月 当社取締役金融・カード第２事業

部ファイナンシャルシステム営業

部長 

平成17年10月 当社取締役金融事業部長  

平成18年４月 当社取締役事業統括本部金融事業

部長（現任）  

1.0 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

技術本部長兼同

本部基盤技術セ

ンター長 

会田 雄一 昭和29年２月13日生 

昭和53年４月 当社入社 

平成10年１月 当社金融・カード事業部TeleGLOBE

推進部長 

平成12年４月 当社金融・カード第１事業部ネッ

トワークシステム部長 

平成12年10月 当社iDC事業部副事業部長 

平成15年４月 当社基盤技術センター長 

平成17年６月 当社取締役基盤技術センター長 

平成18年４月 当社取締役技術本部長兼同本部基

盤技術センター長（現任） 

6.3 

取締役 

事業統括本部 

カード第１事業

部副事業部長兼

同事業部カード

プロジェクト推

進室長 

浅野 俊男 昭和29年４月20日生 

昭和48年４月 当社入社  

平成12年４月 当社金融・カード第１事業部ビジ

ネスシステム第１部長  

平成17年８月 当社金融・カード第１事業部ビジ

ネスシステム第１部長兼プロジェ

クト推進室部長  

平成17年10月 当社カード第１事業部カードプロ

ジェクト推進室長  

平成18年４月 当社カード第１事業部副事業部長

兼同事業部カードプロジェクト推

進室長 

平成18年６月 当社取締役カード第１事業部副事

業部長兼同事業部カードプロジェ

クト推進室長（現任）  

1.0 

取締役 

事業統括本部 

プロジェクト第

３推進室長 

海老名 哲  昭和35年１月10日生 

昭和57年４月 当社入社  

平成12年10月 当社産業第１事業部マルチメディ

アビジネス第２部長  

平成14年２月 当社産業第３事業部マルチメディ

アビジネス第２部長兼同事業部マ

ルチメディアビジネス第３部長 

平成15年４月 当社産業第１事業部産業システム

第３部長  

平成16年10月 当社産業第１事業部産業システム

第４部長  

平成17年４月 当社産業第１事業部産業システム

第３部長  

平成17年７月 当社プロジェクト第３推進室長兼

産業第１事業部産業システム第３

部長  

平成18年４月 当社プロジェクト第３推進室長 

平成18年６月 当社取締役プロジェクト第３推進

室長（現任） 

1.0 

取締役   西野 隆英  昭和30年２月22日生 

昭和53年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社

三菱東京UFJ銀行）入行  

平成14年４月 同行より株式会社ユーフィットへ

出向  

平成16年４月 同行より当社へ出向  

株式会社ユーフィット取締役副社

長（現任） 

平成17年９月 同行退職  

平成17年10月 当社顧問  

平成18年６月 当社取締役（現任） 

1.0 

 



 （注） 監査役 米澤信行氏及び伊藤醇氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

(代表取締役の異動） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

監査役 

（常勤） 
  福本 賢太郎 昭和19年12月24日生 

平成５年６月 当社取締役 

平成９年６月 当社常務取締役管理本部長兼技術

本部長 

平成10年４月 当社常務取締役ビジョン21推進室

担当兼管理本部長兼技術本部長 

平成13年６月 当社監査役 

平成16年６月 当社常勤監査役（現任） 

10.0 

監査役   米澤 信行 昭和25年２月８日生 

昭和48年４月 株式会社三和銀行（現 株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 

平成10年11月 同行大井町支店長 

平成12年６月 同行国際審査部長 

平成14年11月 日本電産株式会社出向 

平成15年３月 株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会

社三菱東京ＵＦＪ銀行）退職 

平成16年１月 日本電算株式会社退職 

平成16年６月 当社監査役（現任） 

1.0 

監査役   伊藤 醇 昭和14年６月６日生 

昭和38年11月 公認会計士中瀬宏通事務所入所 

昭和43年12月 監査法人中央会計事務所（現 中

央青山監査法人） 

昭和52年２月 同監査法人社員 

昭和58年３月 同監査法人代表社員 

平成 9年５月 同監査法人理事 

平成16年７月 同監査法人退所 

平成16年９月 公認会計士税理士 伊藤醇事務所代

表（現任） 

平成17年６月 当社 監査役（現任） 

1.0 

監査役   武村 修  昭和25年８月３日生 

昭和62年１月 当社入社  

平成７年10月 当社管理本部経理部長  

平成16年４月 当社グループサービスセンター経

理部長  

平成18年６月 当社監査役（現任）  

2.0 

        計 72.9

氏名 

（生年月日） 
新役職名 旧役職名 異動の年月日 

所有株式数 

（千株） 

 船木 隆夫 

（昭和14年10月13日生） 
特別顧問 

取締役会長 

 代表取締役 
平成18年６月23日 15.0 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社はコーポレート・ガバナンスを含むＣＳＲ(企業の社会的責任)の基本方針および行動規範を以下のように定

め、企業活動を推進しております。 

 ・ＣＳＲ基本方針 

当社は、経営の基本方針として「社会規範の上を目指す」ことを定め、法令等の遵守はもとより、高い企業倫理に

基づいた誠実かつ公正な企業活動を実践し、社会の期待に応える企業となることを目指してまいります。 

 ・ＣＳＲ行動規範 

 1. 健全な経営 

 2. 積極的な情報開示 

 3. お客様の満足 

 4. 法令・社会規範などの遵守 

 5. 公正な取引および自由な競争 

 6. 環境への配慮 

 7. 社会への貢献 

 8. 人権の尊重 

 9. 情報リテラシー向上 

10. 関係各国の発展への貢献 

(1）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

① 会社の機関の基本説明 

平成18年3月末現在の取締役および監査役の体制は取締役14名、監査役4名（うち社外監査役3名）でありま

す。 

取締役会は原則として毎月開催し、重要な業務執行その他法定の事項についての決定を行っております。この

ほか、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うため、代表取締役社長を議長とする常務会を毎月１回以上開催

し、経営の重要事項についての審議をしております。 

各監査役は、監査役会で定めた監査方針および業務分担に従って、取締役会および常務会やコンプライアンス

会議への出席、取締役からの営業の報告の聴取や重要な稟議決裁書類等の閲覧、さらには業務および財産の調査

等により、厳正に取締役の職務遂行をチェックしております。 

  



② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況（内部監査及び監査役監査の状況） 

内部監査は、考査室とセキュリティ監理室が担当します。考査室は独立した立場で、事業活動が所定の規定・

マニュアルに準拠して適正に遂行されているかについて監査し、必要に応じて当該部門に改善勧告を行うこと

で、当社の内部統制の整備に寄与しています。 

当社は顧客のシステムやデータ等の情報資産を取り扱う業務を行なっていることから、当社の経営資源として

の情報資産をあらゆる脅威から保護し、開発・運用することが当社の経営課題ならびに内部統制に直結する重要

な課題と認識しています。当社は、情報セキュリティに関して全社的な意思統一を図り、情報資産の適切な保護

を徹底するために情報セキュリティ方針を定めています。セキュリティ監理室は、情報セキュリティ方針ならび

にその下位規定である実施基準に従って、全部門が情報セキュリティ対策を遵守しているかを定期的に監査し、

改善指示ならびに必要に応じて改善策の指導を実施しております。 

③ 会計監査の状況 

当社は会計監査を担当する会計監査人として中央青山監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けておりま

す。なお、当社の監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。 

公認会計士 内山 敏彦氏 (継続監査年数１年) 

公認会計士 藤原 道夫氏 (継続監査年数７年) 

監査業務に係る補助者の人数 

公認会計士 12名 

会計士補   9名  

その他    4名 

④ 社外取締役及び社外監査役との関係 

社外監査役として監査役３名を選任しておりますが、当社との取引関係はございません。 

(2）リスク管理体制の整備状況 

 当社は、ＣＳＲ行動規範を制定し、代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守

及び、社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底することとし、以下の取り組みをしております。 

 ① コンプライアンス本部、コンプライアンス会議の設置 

 コンプライアンス本部を所管するコンプライアンス担当取締役を任命し、全社横断的なコンプライアンス体制の

整備および問題点の把握に努めております。また、代表取締役社長を議長とするコンプライアンス会議を設置し、

コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告することとしております。各業務担当取締

役は、各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化、解決する取り組みをしておりま

す。 

 ② ヘルプライン制度（内部通報制度）の設置 

 社員から社外監査役へ直接通報を行うヘルプライン制度を制定しております。 

(3）役員報酬の内容 

取締役の年間報酬総額 255百万円 

監査役の年間報酬総額  46百万円（うち社外監査役26百万円） 

(4）監査報酬の内容 

公認会計士法(昭和23年法律第103号)第２条第１項に規定する業務に係る報酬 47百万円 

上記以外の報酬                                               1百万円 



第５【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のた

だし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で）及び前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）並びに当連結会計年度（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）及び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表及び財務諸

表について、中央青山監査法人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  28,882 23,266 

２ 受取手形及び売掛金  51,641 53,639 

３ 有価証券  1,607 2,208 

４ たな卸資産  6,603 7,172 

５ 繰延税金資産  3,888 3,847 

６ その他  2,657 2,861 

７ 貸倒引当金  △107 △76 

流動資産合計  95,172 52.6 92,918 49.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※3,7 19,204 19,060 

(2) 機械装置及び運搬具  2,927 3,983 

(3) 土地 ※３ 6,865 6,716 

(4) 貸与資産  8,222 6,240 

(5) その他  951 1,468 

有形固定資産合計 ※２ 38,172 (21.1) 37,470 (20.1)

 



   
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

２ 無形固定資産  8,692 (4.8) 8,465 (4.5)

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※1,3 27,548 36,331 

(2) 長期貸付金  340 185 

(3) 繰延税金資産  921 949 

(4) 再評価に係る繰延税
金資産 

※５ 253 ― 

(5) 前払年金費用  1,607 1,564 

(6) 差入保証金  6,541 6,872 

(7) その他  ※１ 2,300 2,203 

(8) 貸倒引当金  △637 △358 

投資その他の資産合
計 

 38,875 (21.5) 47,749 (25.6)

固定資産合計  85,740 47.4 93,684 50.2

資産合計  180,912 100.0 186,603 100.0 

     
 



   
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  17,308 18,423 

２ 短期借入金 ※３ 7,892 7,536 

３ １年以内償還予定社債    ― 220 

４ １年以内償還予定転換
社債 

 4,995 ― 

５ 未払法人税等  3,898 2,416 

６ 賞与引当金  3,059 3,464 

７ その他  11,529 15,194 

流動負債合計  48,683 26.9 47,256 25.3

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  7,720 7,500 

２ 転換社債  9,999 9,999 

３ 長期借入金  14,745 9,696 

４ 退職給付引当金  3,322 3,510 

５ 役員退職慰労引当金  892 899 

６ 連結調整勘定  2,121 1,981 

７ 繰延税金負債  1,963 5,726 

８ 再評価に係る繰延税金
負債 

 ― 1,064 

９ その他  2,104 713 

固定負債合計  42,869 23.7 41,091 22.0

負債合計  91,552 50.6 88,347 47.3

     

（少数株主持分）    

少数株主持分  10,990 6.1 12,613 6.8

 



   
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※６ 23,079 (12.7) 23,084 (12.4)

Ⅱ 資本剰余金  22,406 (12.4) 22,412 (12.0)

Ⅲ 利益剰余金  30,957 (17.1) 35,507 (19.0)

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５ △1,604 (△0.9) △2,922 (△1.6)

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

 3,735 (2.1) 7,643 (4.1)

Ⅵ 為替換算調整勘定  △176 (△0.1) △50 (△0.0)

Ⅶ 自己株式 ※６ △28 (△0.0) △32 (△0.0)

資本合計  78,369 43.3 85,642 45.9

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 180,912 100.0 186,603 100.0 

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  199,648 100.0 209,922 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※２ 162,982 81.6 175,009 83.4

売上総利益  36,665 18.4 34,913 16.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 21,669 10.9 23,345 11.1

営業利益  14,996 7.5 11,567 5.5

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  33 40   

２ 受取配当金  348 325   

３ 連結調整勘定償却額   ― 161   

４ その他  215 598 0.3 177 704 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  134 127   

２ 社債発行費  137 ―   

３ その他  210 482 0.2 149 276 0.1

経常利益  15,111 7.6 11,995 5.7

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  2,378 1,752   

２ 関係会社株式売却益  153 ―   

３ 退職給付制度改定益  1,833 ―   

４ その他  179 4,545 2.3 237 1,989 1.0

     
 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※３ 268 365   

２ 投資有価証券評価損  129 40   

３ 関係会社事業整理に伴
う損失 

※４ 474 ―   

４ 役員退職慰労引当金 
  繰入額 

 867 3   

５ 和解関連損失 ※５ 1,791 ―   

６ ソフトウェア不具合 
  対応損 

※６ 560 ―   

７ 貸倒引当金繰入額  18 ―   

８ 損害賠償金  ― 1,000   

９ その他 ※７ 942 5,053 2.6 210 1,619 0.8

税金等調整前当期純利
益 

 14,603 7.3 12,365 5.9

法人税・住民税及び事
業税 

 6,647 4,741   

法人税等調整額  △287 6,360 3.2 1,261 6,002 2.9

少数株主利益（△）  △985 △0.5 △469 △0.2

当期純利益  7,257 3.6 5,892 2.8

     



③【連結剰余金計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  22,373  22,406

Ⅱ 資本剰余金増加高   

転換社債の転換による増
資 

 0 0 

ストックオプションの行
使による新株式の発行 

 32 33 4 5

Ⅲ 資本剰余金期末残高  22,406  22,412

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  24,956  30,957

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益  7,257 7,257 5,892 5,892

Ⅲ 利益剰余金減少高   

配当金  1,132 1,223 

取締役賞与  118 113 

監査役賞与  6 1,256 6 1,342

Ⅳ 利益剰余金期末残高  30,957  35,507

    



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１ 税金等調整前当期純利益  14,603 12,365 

２ 減価償却費  10,095 10,786 

３ 連結調整勘定償却額  645 △161 

４ 損害賠償金  ― 1,000 

５ 貸倒引当金の減少額  △557 △188 

６ 退職給付引当金（前払年
金費用）の増減額 

 589 △510 

７ 退職給付制度改訂益  △1,833 ― 

８ 役員退職慰労引当金の増
減額 

 769 △16 

９ 受取利息及び受取配当金  △382 △365 

10 支払利息  134 127 

11 持分法による投資損失  7 17 

12 投資有価証券売却損益及
び評価損 

 △2,243 △1,703 

13 有形・無形固定資産除売
却損益 

 660 391 

14 売上債権の減少額  950 506 

15 たな卸資産の増減額  △404 441 

16 仕入債務の増減額  △11,319 679 

17 その他営業負債の増減額  △69 1,101 

18 未払消費税等の増減額  △274 204 

19 その他固定負債の減少額  △511 △747 

20 その他  △339 1,008 

小計  10,519 24,935 

21 利息及び配当金の受取額  384 369 

22 利息の支払額  △134 △124 

23 法人税等の支払額  △6,995 △6,220 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 3,774 18,960 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１ 定期預金の預入による 
  支出 

 △460 △579 

２ 定期預金の払戻による 
  収入 

 592 557 

３ 有形固定資産の取得によ
る支出 

 △6,373 △6,183 

４ 有形固定資産の売却によ
る収入 

 249 143 

５ 無形固定資産の取得によ
る支出 

 △3,571 △3,224 

６ 投資有価証券の取得によ
る支出 

 △1,593 △2,276 

７ 投資有価証券の売却及び
償還による収入 

 3,452 2,894 

８ 連結範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による収
入及び支出 

 591 △1,986 

９ 子会社株式の追加取得に
よる支出 

 ― △456 

10 貸付金の回収による収入  131 31 

11 差入保証金にかかる支出  △218 △289 

12 差入保証金の回収による
収入 

 1,212 253 

13 その他の投資による支出  △257 △404 

14 その他の投資の回収によ
る収入 

 229 227 

15 その他  45 12 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △5,969 △11,277 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

１ 短期借入金の純減少額  △1,008 △436 

２ 長期借入金の借入れによ
る収入 

 2,843 520 

３ 長期借入金の返済による
支出 

 △6,907 △5,948 

４ 社債の発行による収入  7,362 ― 

５ 社債の償還による支出  ― △4,994 

６ 株式の発行による収入  65 9 

７ 自己株式の取得による支
出 

 △8 △3 

８ 配当金の支払額  △1,132 △1,223 

９ 少数株主への配当金の支
払額 

 △160 △209 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 1,054 △12,285 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △6 36 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

 △1,146 △4,566 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 30,917 29,770 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高 

 29,770 25,203 

     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結の範囲に含めた子会社は下記の23社でありま

す。 

ＴＩＳシステムサービス株式会社 

ＴＩＳトータルサービス株式会社 

ＴＩＳリース株式会社 

東洋ネットワークサービス株式会社 

アイティリサーチ株式会社 

ＴＩＳソリューションビジネス株式会社 

ＴＩＳコンサルティング株式会社 

クオリカ株式会社 

株式会社エス・イー・ラボ 

株式会社エル・ディー・エフ 

株式会社アグレックス 

株式会社ランサ・ジャパン 

株式会社システムズ・トラスト 

株式会社ユーフィット 

株式会社システムサポート 

株式会社シーエスエイ 

株式会社シーエスティ 

TIS R&D Center,Inc. 

TISI (USA),Inc. 

TISI (HK) Ltd. 

TISI (上海) Co.,Ltd. 

TIS North America Inc. 

TKSOFT SINGAPORE PTE.Ltd. 

なお、株式会社ユーフィット、株式会社システムサ

ポート、株式会社シーエスエイおよび株式会社シー

エスティは、第三者から株式取得したことによって

当連結会計年度より連結子会社となっております。

ブランディ インターナショナル株式会社は第三者

へ株式譲渡を実施したことにより、TISI(UK)Ltd.及

びＴＩＳインフォウェア株式会社は清算が終了し、

連結対象外となっております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結の範囲に含めた子会社は下記の23社でありま

す。 

ＴＩＳシステムサービス株式会社 

ＴＩＳトータルサービス株式会社 

ＴＩＳリース株式会社 

東洋ネットワークサービス株式会社 

アイティリサーチ株式会社 

ＴＩＳソリューションビジネス株式会社 

ＴＩＳコンサルティング株式会社 

クオリカ株式会社 

株式会社エス・イー・ラボ 

株式会社アグレックス 

株式会社ランサ・ジャパン 

株式会社システムズ・トラスト 

株式会社ユーフィット 

株式会社システムサポート 

株式会社シーエスエイ 

株式会社シーエスティ 

旭化成情報システム株式会社 

株式会社エイ・ジエイ・エス ソフトウエア 

TIS R&D Center,Inc. 

TISI (USA),Inc. 

TISI (上海) Co.,Ltd. 

TIS North America Inc. 

TKSOFT SINGAPORE PTE.Ltd. 

旭化成情報システム株式会社および株式会社エイ・

ジエイ・エス ソフトウエアは第三者から株式取得

したことによって、当連結会計年度より連結の範囲

に含めております。また、株式会社エル・ディー・

エフは、株式会社エス・イー・ラボとの合併によ

り、TISI(HK) Ltd.は清算結了により、連結の範囲

から除いております。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した会社は下記の６社であります。 

宏図財務軟件(上海)有限公司 

エンコデックスジャパン株式会社 

Ｍ＆Ｔシステムオペレーションズ株式会社 

株式会社Ｈｉ-ＨＯブロードバンドシステムズ 

株式会社イーラボ 

ＤＧＴインフォメーションシステムズ 

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異な

る会社については、各社の直近決算日の財務諸表を

採用しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した会社は下記の10社であります。 

エンコデックスジャパン株式会社 

Ｍ＆Ｔシステムオペレーションズ株式会社 

株式会社イーラボ 

宏図財務軟件（上海）有限公司 

ＤＧＴインフォメーションシステムズ 

ほんつな株式会社 

クロノバ株式会社 

アルメック株式会社 

アプシェ株式会社  

メディカル統計株式会社  

ほんつな株式会社は設立出資により、また、クロノ

バ株式会社、アルメック株式会社、アプシェ株式会

社およびメディカル統計株式会社は第三者から株式

取得したことによって、当連結会計年度より持分法

を適用しております。 

㈱Hi-HOブロードバンドシステムズは、全株式を第三

者へ譲渡したため、当連結会計年度末において、持

分法の適用範囲から除いております。 

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異な

る会社については、各社の直近決算日の財務諸表を

採用しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、TIS R&D Center,Inc.、TISI(US

A),Inc.、TISI(HK)Ltd.、TISI(上海)Co.,Ltd.、TI

S North America Inc.及びTKSOFT SINGAPORE PTE.Lt

d.の決算日は12月31日であります。 

連結財務諸表作成に当たっては、12月31日現在の決

算財務諸表を採用しておりますが、連結決算日との

間に生じた重要な取引については連結上必要な調整

を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、TIS R&D Center,Inc.、TISI(U

SA),Inc.、TIS North America Inc.、及びTKSOFT SI

NGAPORE PTE.Ltd.及びＴＩＳＩ(上海)Co., Ltd.の決

算日は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては12月31日現在の財

務諸表を採用しておりますが、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結上必要な調整を行

っております。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は主として全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算

定しております） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定してお

ります）                  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

主として移動平均法による原価法 

(ロ)棚卸資産 

商品 

主として先入先出法による原価法 

仕掛品 

個別法による原価法 

貯蔵品 

最終仕入原価法 

(ロ)棚卸資産 

商品 

同左 

仕掛品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(ハ)デリバティブ 

時価法（金利スワップの特例処理を採用して

おります。） 

(ハ)デリバティブ 

時価法（一部連結子会社については金利スワ

ップの特例処理を採用しております。） 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

建物、構築物、車輌運搬具 

主として定額法 

機械装置、器具備品 

定率法 

貸与資産 

貸与期間を耐用年数とする定額法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

建物、構築物、車輌運搬具 

同左 

機械装置、器具備品 

主として定率法 

貸与資産 

同左 

(ロ)無形固定資産 

定額法 

ただし、市場販売目的のソフトウェアについ

ては、ソフトウェアの残高に見積売上高に対

する当期売上の割合を乗じた金額と、見積効

用年数(３年)による定額法によって計算した

金額のいずれか多い金額をもって償却してお

ります。また自社利用目的のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間(３～５

年)に基づく定額法によっております。 

(ロ)無形固定資産 

同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3) 繰延資産の処理方法 

新株発行費及び社債発行費は、支出時に全額費

用処理しております。 

(3) 繰延資産の処理方法 

―――― 

(4) 重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

債権の貸倒れに備えるため一般債権について

は実績繰入率により、貸倒懸念債権等につい

ては、個別貸倒見積額を計上しております。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

同左 

(ロ)賞与引当金 

一部連結子会社については、従業員賞与の支

給に充てるため、支給見込額を計上しており

ます。 

(ロ)賞与引当金 

同左 

(ハ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計上しており

ます。数理計算上の差異は、主として、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により、翌期

から費用処理することとしております。過去

勤務債務については、主としてその発生時に

一括処理しております。なお、国内連結子会

社２社は退職給付債務の計算にあたり、簡便

法を採用しております。 

(ハ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計上しており

ます。数理計算上の差異は、主として、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により、翌期

から費用処理することとしております。過去

勤務債務については、主としてその発生時に

一括処理しております。なお、国内連結子会

社４社は退職給付債務の計算にあたり、簡便

法を採用しております。 

（追加情報） 

当社及び一部の連結子会社は確定給付型の年金制度と

してティアイエス厚生年金基金に加入しておりました

が、平成17年1月1日に厚生年金基金の代行部分につい

て、厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けるとと

もに、確定拠出型年金（ＤＣ）とキャッシュバランス

プラン（市場金利連動型年金：ＣＢ）を導入いたしま

した。退職給付制度の変更による退職給付債務の減少

額は5,857百万円、確定拠出年金制度への拠出額は

2,517百万円となっております。この制度変更に伴い退

職給付制度の一部終了及び退職給付債務の大幅な減額

を認識し、未認識数理計算上の差異1,488百万円を一時

償却しております。また、株式会社アグレックスで従

来の退職一時金制度、適格退職年金制度から確定拠出

年金制度、退職一時金制度（確定型）へ移行したこと

による退職給付引当金取崩 72百万円、株式会社シーエ

スティで適格退職年金制度の清算による一時費用89百

万円があり、これらの結果、特別利益「退職給付制度

改定益」に1,833百万円を計上しております。 

 

(ニ)役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しております。 

(ニ)役員退職慰労引当金 

同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお在外子会社等の換算

は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、為替差額は資本の部における為替換算調整

勘定に含めております。 

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換

算基準 

同左 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認めら

れるもの以外のファイナンス・リース取引につ

いては、主として通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処理の要件を満

たしているため特例処理を採用しておりま

す。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 

一部の連結子会社の金利スワップについては

特例処理の要件を満たしているため、特例処

理を採用しております。 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   投資有価証券 

〃   借入金 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ   借入金 

(ハ)ヘッジ方針 

現在又は将来においてヘッジ対象となる資

産、負債が存在する場合に限りデリバティブ

取引を利用する方針であり、短期的な売買差

益の獲得や投機を目的とするデリバティブ取

引は行いません。 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについては特例処理が認められ

る条件をすべて満たしているため、その判定

をもって有効性の判定に代えております。 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(8) その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項 

(イ)消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

(8) その他連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項 

(イ)消費税等の会計処理方法 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定は、５年で均等償却しております。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

同左 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会計期間において確定し

た利益処分をもとに作成しております。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



会計処理の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（役員退職慰労引当金） 

 役員退職慰労金については従来、支出時の費用として

処理しておりましたが、期初における当社および連結子

会社の役員の異動を契機として会計方針を見直した結

果、役員の在任期間における費用を合理的に配分するこ

とで期間損益の適正化および財務状態の健全化を図るた

め、当連結会計年度から内部規程に基づく期末要支給額

を引当計上する方法に変更いたしました。 

 この変更に伴い、発生額 164百万円を販売費及び一般

管理費に、過年度相当額 867百万円を特別損失に一括計

上しております。この結果、従来の方法によった場合と

比較して、営業利益および経常利益が 107百万円増加

し、税金等調整前当期純利益が 760百万円減少しており

ます。 

  

―――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

―――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（有価証券） 

 連結子会社１社においては従来、その他有価証券の時

価のあるものについて、決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は部分資本直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定）によっておりましたが、市

場価格変動による損益を損益計算書に影響させることな

くその他有価証券の評価差額をすべて資本の部に計上す

る原則的な方法にすることにより、期間損益をより適正

に反映するため、当連結会計年度より決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定)に変更いたし

ました。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

 ―――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 ―――― 

  

  

  

  

  

  

（連結子会社における売上高の純額表示） 

 連結子会社の東洋ネットワークサービス株式会社にお

ける通信回線ビリングサービスでは申請手続・支払事務

およびデータ還元まで一貫したサービス提供業務を行っ

ておりますが、近年顧客環境の変化により新規申請事務

等が減少傾向にあり、支払事務のみを中心とした事業へ

変化したこと、「情報サービス産業における監査上の諸

問題について」（日本公認会計士協会 平成17年3月11

日）及び「情報サービスにおける財務・会計上の諸問題

と対応のあり方」（経済産業省 平成17年8月11日）に

鑑み、当連結会計年度より、従来顧客からの受取代金と

第１種通信事業者に支払う代金を売上高及び売上原価に

総額表示する方法から純額表示する方法へ変更しており

ます。 

 この変更は、営業活動の成果としての収益を明示し、

営業実態をより明瞭に表すためのものであります。 

 この結果、従来の方法に比較して売上高及び売上原価

が5,926百万円減少しております。 

  なお、この変更による売上総利益、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありま

せん。 

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年8月9日)）及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。

 これによる損益に与える影響は軽微であります。な

お、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。



表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

１ 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成

16年12月１日より適用となったこと及び「金融商品会

計に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）

が平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当連

結会計年度から投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資（証券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）を投資その他の資産「その

他」として表示する方法から「投資有価証券」として

表示する方法に変更いたしました。 

 なお、当連結会計年度の「投資有価証券」に含まれ

る当該出資の額は2,706百万円であります。 

２ 前連結会計年度において固定負債「その他」に含

めて表示しておりました「繰延税金負債」は、負債、

少数株主持分及び資本の合計の100分の１を超えたた

め、当連結会計年度より区分掲記することといたしま

した。 

 なお、前連結会計年度の固定負債「その他」に含ま

れる「繰延税金負債」は563百万円であります。 

  

―――― 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業

外費用「社債転換費用」（当連結会計年度 20百万

円）は営業外費用総額の100分の10以下のため、当連

結会計年度より営業外費用「その他」に含めて表示

しております。 

２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業

外費用「固定資産除却損」（当連結会計年度 13百万

円）は営業外費用総額の100分の10以下となったた

め、当連結会計年度より営業外費用「その他」に含

めて表示しております。 

３ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業

外費用「出資金投資損失」（当連結会計年度 11百万

円）は営業外費用総額の100分の10以下のため、当連

結会計年度より営業外費用「その他」に含めて表示

しております。 

４ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業

外費用「持分法による投資損失」（当連結会計年

度 ７百万円）は営業外費用総額の100分の10以下の

ため、当連結会計年度より営業外費用「その他」に

含めて表示しております。 

  

―――― 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 83百万円

その他（出資金）  70百万円

投資有価証券(株式) 508百万円

その他（出資金） 66百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は39,249百万円で

あります。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は42,484百万円で

あります。 

※３ 担保資産 

短期借入金30百万円の担保に供しているものは次

のとおりであります。 

※３ 担保資産 

短期借入金30百万円の担保に供しているものは次

のとおりであります。 

建物及び構築物 32百万円

土地 7百万円

投資有価証券 165百万円

建物及び構築物 30百万円

土地 7百万円

投資有価証券 178百万円

 ４ 保証債務 

㈱アグレックス及びクオリカ㈱が、従業員の借入

金に対し債務保証を行っております。 

 ４ 保証債務 

㈱アグレックス及びクオリカ㈱が、従業員の借入

金に対し債務保証を行っております。 

  3百万円   2百万円

※５ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号 最終改正 平成13年３月31日）に

基づき、平成14年３月31日に事業用の土地の再評

価を行っております。なお、再評価差額について

は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する

法律（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づ

き、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、

これを加算した金額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価

税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算出するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に合理的な調整を行って算出

しております。 

※５ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号 最終改正 平成13年３月31日）に

基づき、平成14年３月31日に事業用の土地の再評

価を行っております。なお、再評価差額について

は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する

法律（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づ

き、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価

税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算出するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に合理的な調整を行って算出

しております。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

△302百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

△240百万円

※６ 自己株式の保有数 

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は以下のとおりであります。 

※６ 自己株式の保有数 

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は以下のとおりであります。 

普通株式 7千株 普通株式 9千株

なお、連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は

普通株式 45,320千株であります。 

なお、連結財務諸表提出会社の発行済株式総数は

普通株式45,324千株であります。 

※７         ―――― ※７ 圧縮記帳 

有形固定資産の取得価額から控除している国庫補

助金等による圧縮記帳累計額は、建物及び構築

物 76百万円であります。 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は

次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目および金額は

次のとおりであります。 

従業員給与 6,505百万円

賞与 1,913百万円

減価償却費 692百万円

連結調整勘定の当期償却額 645百万円

賞与引当金繰入額 388百万円

退職給付費用 303百万円

従業員給与 7,891百万円

賞与 2,209百万円

減価償却費 645百万円

賞与引当金繰入額 437百万円

退職給付費用 296百万円

役員退職慰労引当金繰入額  178百万円

※２ 販売費及び一般管理費、並びに売上原価に含まれ

る研究開発費は、505百万円であります。 

※２ 販売費及び一般管理費、並びに売上原価に含まれ

る研究開発費は、245百万円であります。 

※３ 固定資産除却損の内訳 ※３ 固定資産除却損の内訳 

建物 184百万円

機械装置 55百万円

リース物件解約原価 4百万円

その他 23百万円

建物 42百万円

機械装置 134百万円

ソフトウェア 158百万円

その他 29百万円

※４ 株式会社アグレックスにおいて、ＥＲＰ事業の再

構築に伴い、たな卸資産の除却損を計上したもの

であります。 

※４         ―――― 

※５ 大型案件の取引において費用精算を和解し、それ

に伴い発生した損失であります。 

※５         ―――― 

※６ システム開発の核となる他社製のパッケージソフ

トウェアに重大な障害が発覚し、対応までに多大

な待ち工数が投下されたものを不具合対応損失と

して処理したものであります。 

※６         ―――― 

※７ 特別損失その他の主な内容は、以下のとおりであ

ります。 

※７         ―――― 

固定資産売却損 380百万円

関係会社清算損 221百万円

賃借契約解約損 175百万円

早期退職による割増退職金 49百万円

   

   

   

    



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成17年３月31日) 

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成18年３月31日) 

現金及び預金勘定 28,882百万円

有価証券勘定 1,607百万円

計 30,489百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△220百万円

１年内に満期の到来する 

その他有価証券 
△499百万円

現金及び現金同等物 29,770百万円

現金及び預金勘定 23,266百万円

有価証券勘定 2,208百万円

計 25,474百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△270百万円

現金及び現金同等物 25,203百万円

(2) 連結子会社の増減による影響 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のた

めの支出(純額)との関係は次のとおりであります。 

㈱ユーフィット、㈱シーエスエイ、㈱シーエスティ及び

㈱システムサポート（平成16年３月31日現在） 

(2) 連結子会社の増減による影響 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のた

めの支出(純額)との関係は次のとおりであります。 

旭化成情報システム㈱、㈱エイ・ジエイ・エス ソフト

ウエア(平成17年３月31日現在) 

流動資産 20,095 百万円 

固定資産 14,650 百万円 

流動負債 14,042 百万円 

固定負債 10,251 百万円 

少数株主持分 4,941 百万円 

㈱ユーフィット株式の取得

価額 5,510 百万円 

㈱ユーフィットの現金及び

現金同等物 6,102 百万円 

差引：㈱ユーフィットの

株式取得による

 収入 591 百万円 

流動資産 4,495 百万円 

固定資産 1,874 百万円 

連結調整勘定 305 百万円 

流動負債 2,918 百万円 

固定負債 128 百万円 

少数株主持分 1,628 百万円 

旭化成情報システム㈱株 

式の取得価額 2,000 百万円 

旭化成情報システム㈱の 

現金及び現金同等物 13 百万円 

差引：旭化成情報システム㈱ 

の株式取得のための支出 1,986 百万円 

株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及

び負債の主な内訳は以下のとおりであります。 

ブランディ インターナショナル㈱（平成15年12月31日

現在） 

 

現金及び預金 210 百万円 

その他流動資産 185 百万円 

固定資産 117 百万円 

資産合計 514 百万円 

流動負債 180 百万円 

固定負債 31 百万円 

負債合計 212 百万円 

     

連結より除外した会社の資産に 

含まれる現金及び現金同等物 210 百万円 

 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3) 重要な非資金取引の内容 

①転換社債の転換 

(3) 重要な非資金取引の内容 

①転換社債の転換 

転換社債の転換による資本金増

加額 
0百万円

転換社債の転換による資本剰余

金増加額 
0百万円

転換による転換社債減少額 0百万円

転換社債の転換による資本金増

加額 
0百万円

転換社債の転換による資本剰余

金増加額 
0百万円

転換による転換社債減少額 0百万円

②退職給付信託解約に伴う投資有価証券増加額 

                  1,430百万円 

 ②長期貸付金と貸倒引当金の相殺額   135百万円 

③長期貸付金と貸倒引当金の相殺額   328百万円   



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 借手側 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

１ 借手側 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（百万円） 

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

5,740 3,620 2,119 

器具備品 9,949 7,104 2,845 

その他 363 232 130 

合計 16,055 10,958 5,096 

取得価額相
当額 
（百万円）

減価償却累
計額相当額
（百万円） 

期末残高相
当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

7,324 4,022 3,302

器具備品 8,052 5,030 3,022

その他 1,233 535 697

合計 16,611 9,588 7,022

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,258百万円

１年超 4,489百万円

合計 7,747百万円

１年以内 3,216百万円

１年超 4,827百万円

合計 8,044百万円

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 3,347百万円

減価償却費相当額 2,717百万円

支払利息相当額 240百万円

支払リース料 3,654百万円

減価償却費相当額 3,425百万円

支払利息相当額 216百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 74百万円

１年超 48百万円

合計 123百万円

１年以内 107百万円

１年超 26百万円

合計 134百万円

       （減損損失について） 

    リース資産に配分された減損損失はありません。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２ 貸手側 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

２ 貸手側 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末

残高 

  
取得価額
（百万円） 

減価償却累
計額 
（百万円） 

期末残高
（百万円）

器具備品 18,206 11,225 6,980 

ソフトウェア 2,741 1,452 1,288 

合計 20,947 12,678 8,269 

取得価額
（百万円）

減価償却累
計額 
（百万円） 

期末残高
（百万円）

器具備品 16,527 11,422 5,105

ソフトウェア 3,157 1,658 1,498

合計 19,684 13,081 6,603

② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,695百万円

１年超 5,692百万円

合計 9,388百万円

１年以内 3,186百万円

１年超 4,238百万円

合計 7,425百万円

③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 ③ 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額 

受取リース料 3,621百万円

減価償却費 3,223百万円

受取利息相当額 406百万円

受取リース料 3,713百万円

減価償却費 3,355百万円

受取利息相当額 367百万円

④ 利息相当額の算定方法 

リース料総額と見積残存価額の合計額からリース

物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利息法によってお

ります。 

④ 利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

  （減損損失について） 

    リース資産に配分された減損損失はありません。 

  



（有価証券関係） 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３ その他有価証券で時価のあるもの 

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

５ 時価評価されていない主な有価証券 

６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

区分 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1)株式 4,144 12,960 8,815 

(2)債券       

社債 450 452 2 

(3)その他 307 491 184 

小計 4,902 13,905 9,003 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1)株式 225 222 △ 3 

(2)債券       

社債 500 497 △ 2 

(3)その他 102 72 △ 29 

小計 827 792 △ 35 

合計 5,729 14,697 8,967 

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円） 

3,751 2,378 5 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 10,489 

投資事業有限責任組合等への出資持分 2,706 

ＭＭＦ等 1,108 

合計 14,304 

区分 １年以内（百万円） 
１年超５年以内 
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超（百万円） 

社債 549 400 ― ― 

合計 549 400 ― ― 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 売買目的有価証券 

該当事項はありません。 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

３ その他有価証券で時価のあるもの 

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

５ 時価評価されていない主な有価証券 

６ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

次へ  

区分 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1)株式 4,345 20,601 16,256 

(2)債券       

社債 100 100 0 

小計 4,445 20,702 16,257 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1)株式 15 15 △0 

(2)債券       

社債 600 594 △5 

小計 615 610 △5 

合計 5,061 21,313 16,251 

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円） 

2,309 1,752 8 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 11,340 

投資事業有限責任組合等への出資持分 3,204 

ＭＭＦ等 2,208 

合計 16,753 

区分 １年以内（百万円） 
１年超５年以内 
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超（百万円） 

社債 ― 700 ― ― 

合計 ― 700 ― ― 



（デリバティブ取引関係） 

(1) 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 取引に関する取り組み方針 

 当社及び一部連結子会社においては、将来の金利

変動のリスクを回避する目的でデリバティブ取引を

効率的に利用しており、投機目的の取引は、一切行

わない方針であります。 

１ 取引に関する取り組み方針 

 一部連結子会社においては、将来の金利変動のリ

スクを回避する目的でデリバティブ取引を効率的に

利用しており、投機目的の取引は、一切行わない方

針であります。 

２ 取引の内容および取引の利用目的 

 具体的には、金利関連におけるデリバティブ取引

については、借入金等に係る金利変動リスクを回避

するために、変動金利を固定金利に変換する目的で

金利スワップ取引を行っております。 

２ 取引の内容および取引の利用目的 

同左 

(イ)ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについてはヘッジ会計の要件を

満たしているため特例処理を採用しておりま

す。 

(イ)ヘッジ会計の方法 

 一部の連結子会社の金利スワップについては

ヘッジ会計の要件を満たしているため特例処理

を採用しております。 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

金利スワップ  投資有価証券 

〃  借入金 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

金利スワップ  借入金 

(ハ)ヘッジ方針 

 現在又は将来においてヘッジ対象となる資

産、負債が存在する場合に限りデリバティブ取

引を利用する方針であり、短期的な売買差益の

獲得や投機を目的とするデリバティブ取引は行

いません。 

(ハ)ヘッジ方針 

同左 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては特例処理が認められ

る条件をすべて満たしているため、その判定を

もって有効性の判定に代えております。 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

３ 取引に係るリスクの内容 

 取引の契約先は、信用度の高い国内金融機関であ

るため、信用リスクはほとんどないものと認識して

おります。 

 一方、市場リスクについては、金利スワップ取引

は実質調達コスト等を固定化し金利上昇リスクをヘ

ッジしている為、重要な意味を持ちません。 

３ 取引に係るリスクの内容 

同左 

４ 取引に係るリスクの管理体制 

 デリバティブ取引は「職務権限規定」に基づき、

決裁権限者の承認を得ており、実行と管理は当社及

び各連結子会社の経理部、総務部または管理部によ

って行われております。 

４ 取引に係るリスクの管理体制 

同左 

 



(2) 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 当社及び一部の連結子会社におけるデリバティブ取引は金利スワップの特例処理を採用しているため、記

載する事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１ 時価の算定は、取引先金融機関から提示された価格によっています。 

       ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 金利スワップ取引における契約額等は、計算上の

想定元本であり、実際の受払金額をあらわすもので

はないため、デリバティブ取引のリスク量そのもの

を示すものではありません。 

５ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

区分 種類 
契約額等 

 （百万円） 

契約額等のうち 

１年超（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

 （百万円） 

市場取引以外の取引 金利スワップ取引  1,000 1,000 △10 △10

 合計 ― ― ― △10



（退職給付関係） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、退職給付制度として、確定給付企業年金法に基づく企業年金制度、確定拠出年金制

度、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 当社及び一部の連結子会社は当連結会計年度において退職給付制度を改定しております。その内容について

は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項」に記載しておりま

す。 

 なお、一部の連結子会社は、総合設立型の厚生年金基金（全国情報サービス産業厚生年金基金）に加入して

おりますが、その拠出に対応する年金資産を合理的に計算することができないため、退職給付債務の計算には

含めておりません。なお、掛金拠出割合により按分計算した連結子会社の年金資産の額は平成16年３月31日現

在は、3,163百万円であり、平成17年３月31日現在は、3,746百万円であります。 

２ 退職給付債務に関する事項 

（注）一部の連結子会社は退職給付債務の計算にあたり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は① 勤務費用に計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

その他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

ただし、翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

① 退職給付債務 △ 10,097百万円

② 年金資産 8,041百万円

③ 未積立退職給付債務 △ 2,056百万円

④ 未認識数理計算上の差異 2,058百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 △ 1,716百万円

⑥ 連結貸借対照表計上額純額 △ 1,714百万円

⑦ 前払年金費用 △ 1,607百万円

⑧ 退職給付引当金 △ 3,322百万円

① 勤務費用 1,122百万円

② 利息費用 357百万円

③ 期待運用収益 △ 226百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 316百万円

⑤ 確定拠出年金への支払額 81百万円

⑥ 厚生年金基金掛金拠出額 210百万円

⑦ 退職給付費用 1,860百万円

⑧ 退職給付制度改定に伴う損益 △ 1,833百万円

計 26百万円

割引率 2.0％から2.5 ％

期待運用収益率 1.5％から2.5 ％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 ８年から18年

過去勤務債務の処理年数 １年



当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、退職給付制度として、確定給付企業年金法に基づく企業年金制度、確定拠出年金制

度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 なお、一部の連結子会社は、総合設立型の厚生年金基金（全国情報サービス産業厚生年金基金）に加入して

おりますが、その拠出に対応する年金資産を合理的に計算することができないため、退職給付債務の計算には

含めておりません。なお、掛金拠出割合により按分計算した連結子会社の年金資産の額は平成17年３月31日現

在は、3,746百万円であり、平成18年３月31日現在は、5,049百万円であります。 

２ 退職給付債務に関する事項 

（注）一部の連結子会社は退職給付債務の計算にあたり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は① 勤務費用に計上しております。 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

その他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

ただし、翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

① 退職給付債務 △10,312百万円

② 年金資産 8,718百万円

③ 未積立退職給付債務 △1,594百万円

④ 未認識数理計算上の差異 1,241百万円

⑤ 未認識過去勤務債務 △1,592百万円

⑥ 連結貸借対照表計上額純額 △1,945百万円

⑦ 前払年金費用 △1,564百万円

⑧ 退職給付引当金 △3,510百万円

① 勤務費用 717百万円

② 利息費用 231百万円

③ 期待運用収益 △195百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 197百万円

⑤ 過去勤務債務の費用減額処理額 △124百万円

⑥ 確定拠出年金への支払額 326百万円

⑦ 厚生年金基金掛金拠出額 269百万円

⑧ 退職給付費用 1,422百万円

割引率 2.0％から2.5％

期待運用収益率 1.5％から2.5％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 9年から18年

過去勤務債務の処理年数 １年および15年



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

未払事業税 400百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 306百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 2,259百万円

減価償却超過額 670百万円

税務上の繰越欠損金 380百万円

確定拠出型掛金未払金否認額 827百万円

退職給付債務 1,293百万円

役員退職慰労引当金繰入額 379百万円

株式評価損 1,025百万円

会員権評価損 131百万円

棚卸資産評価損 763百万円

その他 716百万円

繰延税金資産小計 9,156百万円

評価性引当額 △567百万円

繰延税金資産の合計 8,588百万円

未払事業税 187百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 184百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 2,406百万円

減価償却超過額 858百万円

税務上の繰越欠損金 976百万円

確定拠出型掛金未払金否認額 515百万円

退職給付債務 1,357百万円

役員退職慰労引当金繰入額 373百万円

株式評価損 826百万円

会員権評価損 178百万円

棚卸資産評価損 454百万円

その他 1,191百万円

繰延税金資産小計 9,512百万円

評価性引当額 △1,915百万円

繰延税金資産の合計 7,596百万円

繰延税金負債 繰延税金負債 

プログラム等準備金 △441百万円

退職給付信託設定益 △304百万円

前払年金費用 △690百万円

その他有価証券評価差額金 △4,261百万円

その他 △48百万円

繰延税金負債の合計 △5,746百万円

繰延税金資産の純額 2,842百万円

プログラム等準備金 △248百万円

退職給付信託設定益 △304百万円

前払年金費用 △644百万円

その他有価証券評価差額金 △7,240百万円

その他 △94百万円

繰延税金負債の合計 △8,532百万円

繰延税金資産の純額 △936百万円

 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の科目に含まれております。 

 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の科目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 3,888百万円

固定資産－繰延税金資産 921百万円

流動負債－その他 3百万円

固定負債－繰延税金負債 1,963百万円

流動資産－繰延税金資産 3,847百万円

固定資産－繰延税金資産 949百万円

流動負債－その他 7百万円

固定負債－繰延税金負債 5,726百万円

 



前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別内訳 

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
0.8％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
△1.0％

税務上の繰越欠損金 2.1％

連結調整勘定償却額 1.8％

ＩＴ投資促進税制 △0.8％

その他 △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
43.6％

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
1.1％

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
△0.5％

連結子会社の法人税等更正税額 0.3％

住民税均等割等 0.7％

評価性引当額 7.7％

人材投資育成税制 △0.1％

連結調整勘定償却額 △0.5％

ＩＴ投資促進税制 △1.8％

その他 0.9％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
48.5％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェアの選定

及びこうしたシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態であ

りますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェアの選定

及びこうしたシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態であ

りますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しました。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、記載を省略しました。 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

該当事項はありません。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,726円69銭

１株当たり当期純利益 157円36銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 146円43銭

１株当たり純資産額 1,887円63銭

１株当たり当期純利益 127円73銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 120円67銭

項目 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益(百万円) 7,257 5,892 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 129 105 

（うち、利益処分による役員賞与金 

(百万円) ） 
129 105 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 7,128 5,787 

普通株式の期中平均株式数(千株) 45,300 45,312 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額(百万円) 42 35 

（うち、支払利息(税額相当額控除後) 

(百万円) ） 
23 20 

（うち、社債費用及び社債転換費用 

(税額相当額控除後)(百万円) ） 
19 14 

普通株式増加数(千株) 3,674 2,948 

（うち、転換社債(千株) ） 3,457 2,882 

（うち、ストックオプション(千株) ） 216 65 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株引受権      １銘柄 

潜在株式の数    315,600株 

新株予約権      １銘柄 

潜在株式の数    411,000株 

これらの詳細については、第４

提出会社の状況 １株式等の状

況(2)新株予約権等の状況に記載

のとおりであります。 

新株引受権      １銘柄 

潜在株式の数     367,500株 

新株予約権      ３銘柄 

潜在株式の数   1,091,800株 

これらの詳細については、第４

提出会社の状況 １株式等の状

況(2)新株予約権等の状況に記載

のとおりであります。 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 平成17年４月１日をもって旭化成情報システム株式会

社の株式を51％取得し、子会社といたしました。 

 株式の取得及び当該会社の概要は次のとおりでありま

す。 

 (1) 取得の目的 

 本株式の取得により、当社は化学分野における顧

客および技術基盤をより一層強化すると同時に、

同分野及び住宅・建材、医療・医薬、エレクトロ

ニクスなどへのソリューション提供力の一層の向

上を図ります。 

 (2) 主要な株式取得の相手会社 

 旭化成株式会社 

 (3) 子会社となる会社 

商号    旭化成情報システム株式会社 

事業の内容 システム開発・運用 

及びパッケージソフトウェア開発 

資本金     800百万円 

売上高   11,888百万円(平成17年３月期) 

 (4) 取得前後の株式所有の状況 

取得株式数     8,160株 

 (5) 資金調達の方法 

社債の発行による 

―――― 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１ 「前期および当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。 

２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は特に定めておりません。 

３ 転換社債の転換の条件の内容等については、次のとおりであります。 

【借入金等明細表】 

 （注）１ 「平均利率」については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとお

りであります。 

(2）【その他】 

①決算日後の状況 

 特記事項はありません。 

  

②重要な係争中の案件 

 平成17年7月に、イーシステム株式会社が、当社に対してライセンス売買契約の契約解除を原因とする損害

賠償を請求する旨の意思表示があったことを受けて、当社は同年7月15日に当該損害賠償の債務不存在確認請

求の提訴を、東京地方裁判所に行いました。これに対し、同年8月25日にイーシステム株式会社は、損害賠償

金（464百万円）等の支払を求める反訴状を、東京地方裁判所に提出しております。 

 なお、本件については現在係争中であります。 

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率 
（％） 

担保 償還期限 

ＴＩＳ㈱ 第１回普通社債 
平成17年 

３月25日 
7,500 7,500 年0.175 無担保 

平成24年 

３月23日 

ＴＩＳ㈱ 第２回無担保転換社債 
平成12年 

８月３日 
9,999 9,999 年0.30 無担保 

平成19年 

９月28日 

ＴＩＳ㈱ 第３回無担保転換社債 
平成12年 

８月３日 

4,995 

(4,995)
－  年0.20 無担保 

平成17年 

９月30日 

ＴＩＳソリューション

ビジネス㈱ 
第１回無担保社債 

平成15年 

９月25日 

220 

 

220 

(220)
年0.65 無担保 

平成18年 

９月25日 

合計 － － 
22,714 

(4,995)

17,719

(220)
－ － － 

会社名 銘柄 転換の条件 
転換により発行す
べき株式の内容 

転換を請求できる期間 

ＴＩＳ㈱ 
第２回無担

保転換社債 

転換社債4,337円につき当社

株式１株の割合をもって転換 
当社普通株式 

自 平成12年９月１日

至 平成19年９月27日 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 2,095 2,118 1.00 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 5,797 5,418 1.22 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 14,745 9,696 1.10 
自平成21年３月１日 

至平成23年３月26日 

合計 22,638 17,233 － － 

  １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金 

（百万円） 
2,362 2,875 2,459 2,000 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  15,371 7,511 

２ 受取手形  852 228 

３ 売掛金 ※４ 31,066 34,201 

４ 商品  688 335 

５ 仕掛品  2,733 3,139 

６ 前払費用  796 980 

７ 繰延税金資産  2,122 1,482 

８ その他  945 233 

９ 貸倒引当金  △69 △52 

流動資産合計  54,508 40.2 48,061 35.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※８  17,408 16,787 

(2) 構築物  162 149 

(3) 機械装置  1,156 1,672 

(4) 車輌運搬具  0 0 

(5) 器具備品  329 366 

(6) 土地  6,580 6,480 

(7) 建設仮勘定  ― 475 

有形固定資産合計 ※１ 25,638 (18.9) 25,932 (18.9)

２ 無形固定資産    

(1) ソフトウェア  3,818 2,498 

(2) 電話加入権  45 45 

(3) 通信回線利用権  90 82 

(4) その他  14 219 

無形固定資産合計  3,969 (2.9) 2,845 (2.1)

 



   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  19,556 25,468 

(2) 関係会社株式  23,661 25,919 

(3) 関係会社出資金  242 173 

(4) 従業員長期貸付金  1 ― 

(5) 関係会社長期貸付金  600 1,900 

(6) 長期前払費用  459 412 

(7) 差入保証金  4,241 4,345 

(8) 再評価に係る繰延税
金資産 

※５ 253 ― 

(9) 前払年金費用  1,270 1,239 

(10) その他  1,316 1,036 

(11) 貸倒引当金  △208 △52 

投資その他の資産合計  51,394 (38.0) 60,442 (44.0)

固定資産合計  81,002 59.8 89,220 65.0

資産合計  135,510 100.0 137,281 100.0 

     
 



   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金 ※４ 13,246 14,478 

２ １年以内返済予定長期
借入金 

 1,800 1,800 

３ １年以内償還予定転換
社債 

 4,995 － 

４ 未払金  680 889 

５ 未払費用  3,668 4,680 

６ 未払法人税等  2,458 115 

７ 未払消費税等  1,011 1,220 

８ 前受金  559 129 

９ 預り金  107 208 

10 その他  49 223 

流動負債合計  28,577 21.1 23,745 17.3

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  7,500 7,500 

２ 転換社債  9,999 9,999 

３ 長期借入金  8,300 6,500 

４ 繰延税金負債  929 3,737 

５ 再評価に係る繰延税金
負債 

 － 1,064 

６ 役員退職慰労引当金  489 526 

７ 長期預り保証金  145 133 

８ その他  956 434 

固定負債合計  28,319 20.9 29,896 21.8

負債合計  56,896 42.0 53,642 39.1

 



   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 23,079 (17.0) 23,084 (16.8)

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  22,406 22,412   

資本剰余金合計  22,406 (16.5) 22,412 (16.3)

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  641 641   

２ 任意積立金    

(1) プログラム等準備金 ※３ 66 22   

(2) 別途積立金  20,050 25,050   

３ 当期未処分利益  10,524 8,961   

利益剰余金合計  31,282 (23.1) 34,674 (25.3)

Ⅳ 土地再評価差額金 ※５ △1,604 (△1.2) △2,922 (△2.1)

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

 3,477 (2.6) 6,423 (4.6)

Ⅵ 自己株式 ※６ △28 (△0.0) △32 (△0.0)

資本合計  78,614 58.0 83,639 60.9

負債・資本合計  135,510 100.0 137,281 100.0 

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    

１ 情報処理売上高  79,488 87,974   

２ 商品売上高  21,462 100,950 100.0 14,740 102,714 100.0 

Ⅱ 売上原価    

１ 情報処理売上原価 ※２ 62,942 73,537   

２ 商品売上原価  18,987 81,929 81.2 13,085 86,623 84.3

売上総利益  19,020 18.8 16,091 15.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 10,005 9.9 9,936 9.7

営業利益  9,014 8.9 6,154 6.0

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  9 15   

２ 受取配当金 ※３ 715 1,166   

３ その他  37 762 0.8 23 1,204 1.1

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  56 42   

２ 社債利息  40 47   

３ 社債発行費  137 －   

４ その他  63 297 0.3 42 132 0.1

経常利益  9,480 9.4 7,226 7.0

 



   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  2,184 1,676   

２ 退職給付制度改定益  1,578 －   

３ その他  363 4,126 4.1 70 1,746 1.7

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※４ 111 83   

２ 投資有価証券評価損  61 －   

３ 関係会社株式評価損  139 158   

４ 役員退職慰労引当金繰
入額 

 622 －   

５ 和解関連損失 ※５ 1,791 －   

６ ソフトウェア不具合 
対応損 

※６ 560 －   

７ 損害賠償金   － 1,000   

８ その他 ※７ 183 3,470 3.5 22 1,264 1.2

税引前当期純利益  10,136 10.0 7,708 7.5

法人税・住民税及び事
業税 

 4,346 1,564   

法人税等調整額  △345 4,000 3.9 1,428 2,992 2.9

当期純利益  6,135 6.1 4,716 4.6

前期繰越利益  4,842 4,698 

中間配当額  452 453 

当期未処分利益  10,524 8,961 

     



情報処理売上原価明細書 

 （注）１ 原価計算の方法 

プロジェクト別に個別原価計算を行っております。なお、一部の科目につきましては予定原価を適用し、製

造原価差額は、期末に調整計算を行っております。 

２ 他勘定振替高は、主として発生費用のうち自社使用ソフトウェアの制作に係る費用をソフトウェアへ振替え

たものであります。 

 商品売上原価明細書 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費  14,137 21.4 14,647 19.7

Ⅱ 外注費  40,116 60.7 46,106 62.2

Ⅲ 機械経費    

１ 機械賃借料  1,705 1,489   

２ 減価償却費  1,493 2,242   

３ その他  4,061 7,260 11.0 5,098 8,830 11.9

Ⅳ 経費    

１ 減価償却費  1,016 995   

２ その他  3,528 4,544 6.9 3,606 4,601 6.2

当期総製造費用  66,058 100.0 74,186 100.0 

期首仕掛品原価  2,018 2,733 

他勘定振替高 注２ △2,400 △242 

期末仕掛品原価  △2,733 △3,139 

当期情報処理原価  62,942 73,537 

期首製品棚卸高  － － 

期末製品棚卸高  － － 

当期情報処理売上原価  62,942 73,537 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

当期商品仕入高  19,529 19,529 102.8 12,732 12,732 97.3

期首商品棚卸高  147 0.8 688 5.3

期末商品棚卸高  △688 △3.6 △335 △2.6

当期商品売上原価  18,987 100.0 13,085 100.0 



③【利益処分計算書】 

 （注） 日付は株主総会承認年月日であります。 

   
前事業年度 

（平成17年６月24日） 
当事業年度 

（平成18年６月23日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  10,524  8,961

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１ プログラム等準備金取
崩額 

 44 44 22 22

合計  10,569  8,983

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  770 770 

２ 取締役賞与金  95 80 

３ 監査役賞与金  6 5 

４ 任意積立金   

別途積立金  5,000 5,871 3,000 3,855

Ⅳ 次期繰越利益  4,698  5,127

    



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

  

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定しております） 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

(2) その他有価証券 

同左 

  

  

  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  

  

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法（金利スワップの特例処理を採

用しております。） 

デリバティブ 

時価法 

３ 棚卸資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 商品 

先入先出法による原価法 

(1) 商品 

同左 

  

  

(2) 仕掛品 

個別法による原価法 

(3) 貯蔵品 

最終仕入原価法 

(2) 仕掛品 

同左 

(3) 貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

  

(1) 有形固定資産 

① 建物、構築物、車輛運搬具 

定額法 

② 機械装置、器具備品 

定率法 

(2) 無形固定資産及び長期前払費用 

定額法 

ただし、市場販売目的のソフトウェ

アについては、ソフトウェアの残高

に見積売上高に対する当期売上の割

合を乗じた金額と、見積効用年数

（３年）による定額法によって計算

した金額のいずれか多い金額をもっ

て償却しております。また自社利用

目的のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法によっておりま

す。 

(1) 有形固定資産 

① 建物、構築物、車輛運搬具 

同左 

② 機械装置、器具備品 

同左 

(2) 無形固定資産及び長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 新株発行費及び社債発行費は、支出時に

全額費用処理しております。 

―――――― 

６ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、為替差額は

損益として処理しております。 

同左 

 



項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

７ 引当金の計上基準 

  

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については実績繰入率

により、貸倒懸念債権等については

個別貸倒見積額を計上しておりま

す。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  

  

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法によ

り翌期から費用処理することとして

おります。 

過去勤務債務については、その発生

時に一括費用処理しております。 

(2) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

数理計算上の差異は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により翌期

から費用処理することとしておりま

す。 

過去勤務債務については、その発生時

に一括費用処理しております。 

  

  

（追加情報） 

当社は確定給付型の年金制度としてティ

アイエス厚生年金基金に加入しておりま

したが、平成17年１月１日に厚生年金基

金の代行部分について、厚生労働大臣か

ら過去分返上の認可を受けるとともに、

確定拠出型年金(ＤＣ)とキャッシュバラ

ンスプラン(市場金利連動型年金：ＣＢ)

を導入いたしました。 

退職給付制度の変更による退職給付債務

の減少額は4,768百万円、確定拠出年金

制度への拠出額は2,041百万円となって

おります。この制度変更に伴い退職給付

制度の一部終了及び退職給付債務の大幅

な減額を認識し、未認識数理計算上の差

異1,149百万円を一時償却しておりま

す。この結果、特別利益「退職給付制度

改定益」に1,578百万円を計上しており

ます。 

 

  

  

(3) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

８ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

同左 

 



会計処理の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

９ ヘッジ会計の方法 

  

(1) ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては特例処理の

要件を満たしているため特例処理を採

用しております。 

― 

  

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象  

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

金利スワップ  投資有価証券 

  

  

(3) ヘッジ方針 

 現在又は将来においてヘッジ対象と

なる資産、負債が存在する場合に限り

デリバティブ取引を利用する方針であ

り、短期的な売買差益の獲得や投機を

目的とするデリバティブ取引は行いま

せん。 

 

  

  

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては特例処理が

認められる条件をすべて満たしている

ため、その判定をもって有効性の判定

に代えております。 

 

10 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（役員退職慰労引当金） 

 役員退職慰労金については従来、支出時の費用として

処理しておりましたが、期初における当社及び関係会社

の役員の異動を契機として会計方針を見直した結果、役

員の在任期間における費用を合理的に配分することで期

間損益の適正化及び財務状態の健全化を図るため、当事

業年度から内部規程に基づく期末要支給額を引当計上す

る方法に変更いたしました。 

 この変更に伴い、発生額 98百万円を販売費及び一般

管理費に、過年度相当額 622百万円を特別損失に一括計

上しております。この結果、従来の方法によった場合と

比較して、営業利益及び経常利益が 132百万円増加し、

税引前当期純利益が 489百万円減少しております。 

  

―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となったこと及び「金融商品会計

に関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が

平成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当事業

年度から投資事業有限責任組合及びこれに類する組合

への出資（証券取引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）を投資その他の資産「出資金」とし

て表示する方法から「投資有価証券」として表示する

方法に変更いたしました。なお、当事業年度の「投資

有価証券」に含まれる当該出資の額は、2,706百万円で

あります。 

（貸借対照表） 

―――――― 

（損益計算書） 

１ 前事業年度まで区分掲記しておりました営業外費

用「社債転換費用」（当事業年度 20百万円）は営業

外費用総額の100分の10以下のため、当事業年度より

営業外費用「その他」に含めて表示しております。 

２ 前事業年度まで区分掲記しておりました営業外費

用「固定資産除却損」（当事業年度 13百万円）は営

業外費用総額の100分の10以下となったため、当事業

年度より営業外費用「その他」に含めて表示してお

ります。 

３ 前事業年度まで区分掲記しておりました営業外費

用「出資金投資損失」（当事業年度 11百万円）は営

業外費用総額の100分の10以下のため、当事業年度よ

り営業外費用「その他」に含めて表示しておりま

す。 

（損益計算書） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました特別損失

「投資有価証券評価損」（当事業年度 1百万円）は特

別損失総額の100分の10以下のため、当事業年度より特

別損失「その他」に含めて表示しております。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は18,131百万円で

あります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は19,708百万円で

あります。 

※２ 会社が発行する株式の総数 ※２ 会社が発行する株式の総数 

普通株式 82,400千株

発行済株式総数  

普通株式 45,320千株

普通株式 82,400千株

発行済株式総数  

普通株式 45,324千株

※３ プログラム等準備金は、租税特別措置法が定める

限度内であります。 

※３          同左 

※４ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主な残高は次のとおりでありま

す。 

※４ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主な残高は次のとおりでありま

す。 

売掛金 1,049百万円

買掛金 2,104百万円

売掛金 621百万円

買掛金 3,093百万円

※５ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号 最終改正 平成13年３月31日）に

基づき、平成14年３月31日に事業用の土地の再評

価を行っております。なお、再評価差額について

は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する

法律（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づ

き、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金資産」として資産の部に計上し、

これを加算した金額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価

税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算出するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に合理的な調整を行って算出

しております。 

※５ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号 最終改正 平成13年３月31日）に

基づき、平成14年３月31日に事業用の土地の再評

価を行っております。なお、再評価差額について

は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する

法律（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づ

き、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価

に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第４号に定める地価

税法（平成３年法律第69号）第16条に規定する地

価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を

算出するために国税庁長官が定めて公表した方法

により算出した価額に合理的な調整を行って算出

しております。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

△302百万円

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末

における時価と再評価後の

帳簿価額との差額 

△240百万円

※６ 自己株式の保有数 ※６ 自己株式の保有数 

普通株式 7千株 普通株式 9千株

 ７ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は3,477百万

円であります。 

 ７ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は6,423百万

円であります。 

※８         ―――― ※８ 圧縮記帳 

有形固定資産の取得価額から控除している国庫補

助金等による圧縮記帳累計額は、建物76百万円で

あります。  



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

給料手当 2,918百万円

賞与 1,149百万円

福利厚生費 895百万円

賃借料 1,054百万円

施設維持管理費 246百万円

減価償却費 370百万円

退職給付費用 173百万円

給料手当 2,981百万円

賞与 1,169百万円

福利厚生費 876百万円

賃借料 928百万円

施設維持管理費 289百万円

減価償却費 373百万円

  

なお、このうち販売費の割合は約56％でありま

す。 

なお、このうち販売費の割合は約59％でありま

す。 

※２ 販売費及び一般管理費、並びに売上原価に含まれ

る研究開発費は、485百万円であります。 

※２ 販売費及び一般管理費、並びに売上原価に含まれ

る研究開発費は、226百万円であります。 

※３ 関係会社に対する事項 ※３ 関係会社に対する事項 

受取配当金 423百万円 受取配当金 902百万円

※４ 固定資産除却損の内容 ※４ 固定資産除却損の内容 

建物 25百万円

建物附属設備 78百万円

機械装置 6百万円

その他 1百万円

建物附属設備 11百万円

機械装置 11百万円

ソフトウェア 60百万円

その他 0百万円

※５ 大型案件の取引において費用精算を和解し、それ

に伴い発生した損失であります。 

 ※５ 

           ―――― 

※６ システム開発の核となる他社製のパッケージソフ

トウェアに重大な障害が発覚し、対応までに多大

な待ち工数が投下されたものを不具合対応損失と

して処理したものであります。 

 ※６ 

           ―――― 

※７ 特別損失その他の主な内容は、次のとおりであり

ます。 

※７ 

           ―――― 

賃借契約解約損 165百万円

関係会社清算損 16百万円

 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 借手側 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１ 借手側 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高相
当額 
(百万円) 

機械装置 4,907 2,844 2,062 

器具備品 2,870 1,712 1,157 

その他 1,157 716 440 

合計 8,935 5,274 3,661 

取得価額相
当額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高相
当額 
(百万円) 

機械装置 5,624 3,257 2,367

器具備品 1,897 1,311 586

その他 1,162 756 405

合計 8,684 5,325 3,359

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 1,772百万円

１年超 2,078百万円

合計 3,850百万円

１年以内 1,570百万円

１年超 1,899百万円

合計 3,469百万円

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

支払リース料 2,005百万円

減価償却費相当額 1,809百万円

支払利息相当額 146百万円

支払リース料 1,793百万円

減価償却費相当額 1,656百万円

支払利息相当額 117百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

⑤ 利息相当額の算定方法 

同左 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 49百万円

１年超 44百万円

合計 94百万円

１年以内 32百万円

１年超 26百万円

合計 58百万円

    （減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失はありません。 

 



（有価証券関係） 

前事業年度（平成17年３月31日） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

当事業年度（平成18年３月31日） 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２ 貸手側 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 未経過リース料期末残高相当額 

２ 貸手側 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 26百万円

１年超 6百万円

合計 32百万円

１年以内 6百万円

１年超 －百万円

合計 6百万円

上記はすべて転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース

料期末残高相当額であります。なお、借手側の残高は同額

であり、上記の借手側の注記 ②未経過リース料期末残高

相当額に含まれております。 

同左 

    （減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失はありません。  

区分 
貸借対照表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

子会社株式 5,270 7,237 1,967 

合計 5,270 7,237 1,967 

区分 
貸借対照表計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

子会社株式 5,270 9,797 4,527 

合計 5,270 9,797 4,527 



（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産  

未払事業税 222百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 68百万円

賞与引当金損金繰入限度超過額 1,009百万円

役員退職慰労引当金 199百万円

確定拠出型掛金未払金否認額 629百万円

株式評価損 958百万円

会員権評価損 126百万円

棚卸資産評価損 690百万円

減価償却超過額 331百万円

その他  260百万円

繰延税金資産小計 4,498百万円

評価性引当額 △47百万円

繰延税金資産合計 4,450百万円

   

繰延税金負債  

プログラム等準備金 △15百万円

退職給付信託設定益 △304百万円

前払年金費用 △551百万円

その他有価証券評価差額金 △2,386百万円

繰延税金負債合計 △3,257百万円

繰延税金資産の純額 1,193百万円

繰延税金資産  

未払事業税 39百万円

賞与引当金損金繰入限度超過額 1,005百万円

役員退職慰労引当金 214百万円

確定拠出型掛金未払金否認額 391百万円

株式評価損 729百万円

会員権評価損 122百万円

棚卸資産評価損 268百万円

減価償却超過額 343百万円

その他 186百万円

繰延税金資産小計 3,300百万円

評価性引当額 △305百万円

繰延税金資産合計 2,994百万円

   

繰延税金負債  

退職給付信託設定益 △304百万円

前払年金費用 △539百万円

その他有価証券評価差額金 △4,406百万円

繰延税金負債合計 △5,250百万円

繰延税金資産の純額 △2,255百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の項目内訳についてはその差異が法定実

効税率の100分の５以下であるため、記載を省略して

おります。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

同左 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,732円71銭

１株当たり当期純利益 133円21銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 124円09銭

１株当たり純資産額 1,843円87銭

１株当たり当期純利益 102円20銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 96円69銭

項目 
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 6,135 4,716 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 101 85 

（うち、利益処分による役員賞与金 

（百万円）） 
101 85 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 6,034 4,631 

普通株式の期中平均株式数（千株） 45,300 45,312 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円） 42 35 

（うち、支払利息（税額相当額控除後）

（百万円）） 
23 20 

（うち、社債費用及び社債転換費用 

（税額相当額控除後）（百万円）） 
19 14 

普通株式増加数（千株） 3,674 2,948 

（うち、転換社債（千株）） 3,457 2,882 

（うち、ストックオプション（千株）） 216 65 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株引受権      １銘柄 

潜在株式の数    315,600株 

新株予約権      １銘柄 

潜在株式の数    411,000株 

これらの詳細については、第４

提出会社の状況 １株式等の状

況(2)新株予約権等の状況に記載

のとおりであります。 

新株引受権      １銘柄 

潜在株式の数    367,500株 

新株予約権      ３銘柄 

潜在株式の数   1,091,800株 

これらの詳細については、第４提

出会社の状況 １株式等の状況

(2)新株予約権等の状況に記載の

とおりであります。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 平成17年４月１日をもって旭化成情報システム株式会

社の株式を51％取得し、子会社といたしました。 

 株式の取得及び当該会社の概要は次のとおりでありま

す。 

(1）取得の目的 

本株式の取得により、当社は化学分野における顧

客および技術基盤をより一層強化すると同時に、

同分野及び住宅・建材、医療・医薬、エレクトロ

ニクスなどへのソリューション提供力の一層の向

上を図ります。 

(2）主要な株式取得の相手会社 

旭化成株式会社 

(3)子会社となる会社 

商号    旭化成情報システム株式会社 

事業の内容 システム開発・運用 

及びパッケージソフトウェア開発 

資本金     800百万円 

売上高   11,888百万円(平成17年３月期) 

(4)取得前後の株式所有の状況 

取得株式数     8,160株 

(5)資金調達の方法 

社債の発行による 

 当社と当社の１００％出資子会社であるＴＩＳコンサ

ルティング株式会社は、平成18年２月13日開催の当社取

締役会において、また、平成18年２月27日開催のＴＩＳ

コンサルティング株式会社の合併契約書承認株主総会に

おいてそれぞれ承認決議された合併契約書に基づき、平

成18年４月１日付で簡易合併いたしました。 

(1）合併の目的 

今回の合併により経営体制を一元化することで、

ＴＩＳコンサルティング株式会社が保有するシス

テムコンサルティング力を、当社及びグループの

ドミナント分野であるクレジットカード、組立系

製造業を始めとする事業基盤の中で、更に拡充し

ます。 

また、当社のアウトソーシングに係るノウハウ

を、ＴＩＳコンサルティング株式会社の顧客基盤

である化学業界を始めとするプロセス系製造分野

に拡大します。 

さらに、金融庁を中心に法案制定中の「日本にお

ける財務報告に係る内部統制の経営者評価並びに

同評価に対する監査の導入」、いわゆる日本版企

業改革法（日本版SOX法）では、コーポレートガバ

ナンス、全社的なリスク管理を実施するためのＩ

Ｔ統制が注目されており、特にＥＲＰに対する需

要が拡大すると期待されます。ＴＩＳコンサルテ

ィング株式会社及び当社が提供するＳＡＰ、

Oracle EBS等に代表されるＥＲＰシステムのシス

テムコンサルティング、システム構築ノウハウ、

ナレッジを有機的に結合することで、日本版SOX法

に係るニーズの高まりに、積極的に貢献していき

たいと考えております。 

(2) 合併方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、ＴＩＳコ

ンサルティング株式会社は解散します。 

(3) その他 

100％出資子会社との合併であり、新株式の発行お

よび合併交付金の支払いは行ないません。 

(4)財産の引継ぎ 

当社は、合併期日においてＴＩＳコンサルティン

グ株式会社の資産、負債及び権利義務の一切を引

き継いでおります。 

 (5)ＴＩＳコンサルティング株式会社の平成18年3月期の経

  営成績および財務状態 

  （百万円） 

売上高 4,417

当期純利益 418

資本金  350

株主資本  2,090

総資産 2,864



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【その他】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

（投資有価証券）     

その他有価証券     

(株)リクルート 600,000 4,080 

(株)デジタルガレージ 4,400 2,596 

カブドットコム証券(株) 6,750 2,112 

(株)ジェーシービー 157,000 1,374 

(株)インターネットイニシアティブ 2,640 1,180 

UFJ CAPITAL FINANCE 4 LTD SERIES-A 100 1,000 

(株)Ｔ＆Ｄホールディングス 100,000 920 

(株)アプラス 1,449,500 888 

三信(株) 121,200 885 

ウルシステムズ(株) 530 874 

(株)イーコンテクスト 1,800 770 

伊藤忠テクノサイエンス(株) 120,000 556 

アステラス製薬(株) 113,600 507 

オークラヤ住宅(株) 721,500 432 

(株)日本システムディベロップメント 100,000 410 

(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 213 383 

ＵＦＪニコス(株) 300,000 373 

(株)サイバーファーム  822 348 

月島機械(株) 200,000 314 

(株)ネットマークス  1,600 305 

帝人(株) 300,000 234 

三菱ＵＦＪ証券(株) 123,480 233 

その他64銘柄 3,703,139 1,721 

計 8,128,274 22,505 

銘柄 券面総額(百万円) 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

（投資有価証券）     

その他有価証券     

（投資事業有限責任組合等への出資持分）     

 有限会社ジェーエムシーシー匿名組合 2,500 2,500 

 投資事業有限責任組合ハンズオン1号 200 196 

 ソフトバンク・インベストメント 100 118 

 THC MILLENNIUM 投資事業有限責任組合 200 91 

 ファンド フォー ユー 20 20 

 ジェービィック産学連携投資事業有限責任組合２号 20 18 

 ジェービィック産学連携投資事業有限責任組合 20 18 

計 3,060 2,963 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額 
（百万円） 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産               

建物 29,716 651 48 30,318 13,531 1,260 16,787 

構築物 331 2 ― 334 184 14 149 

機械装置 5,291 1,006 197 6,101 4,428 478 1,672 

車輌運搬具 7 ― 0 7 6 ― 0 

器具備品 1,840 161 80 1,923 1,557 118 366 

土地 6,580 ― 100 6,480 ― ― 6,480 

建設仮勘定 ― 475 ― 475 ― ― 475 

有形固定資産計 43,769 2,297 426 45,641 19,708 1,872 25,932 

無形固定資産               

ソフトウェア 6,589 298 319 6,568 4,070 1,558 2,498 

電話加入権 45 ― ― 45 ― ― 45 

通信回線利用権 350 ― 76 273 191 8 82 

その他 45 206 22 230 10 1 219 

無形固定資産計 7,030 504 418 7,117 4,271 1,568 2,845 

長期前払費用 907 120 60 967 555 169 412 

 建物  大阪センター電気設備等                191百万円 

 東京第１センター中央監視装置              164百万円 

 東京第2センター電気設備等             100百万円 

 東京第1センター電気設備等               88百万円 

 機械装置  東京第１センターコンピュータ設備等        430百万円 

 東京第2センタープリンタ等                 222百万円 

 大阪センターコンピュータ設備等            221百万円 

 東京第3センターコンピュータ設備等         127百万円 

 ソフトウェア  業務用ソフトウェアの償却完了による減少    319百万円 

  



【資本金等明細表】 

 （注）１ 資本金、普通株式及び資本準備金の増加の原因は、転換社債の転換及びストックオプションの行使によるも

のであります。 

２ 当期末における自己株式は 9,110株であります。 

３ 任意積立金の増加及び減少の原因は、前期決算の利益処分によるものであります。 

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」のうち 39百万円は回収および貸倒懸念債権の個別評価の見直しによ

る取崩であり、57百万円は洗替計算による戻入額であります。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円） 23,079 5 ― 23,084 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式 （千株） (45,320) (3) (―) (45,324) 

普通株式 （百万円） 23,079 5 ― 23,084 

計 （千株） (45,320) (3) (―) (45,324) 

計 （百万円） 23,079 5 ― 23,084 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

資本準備金           

株式払込剰余金 （百万円） 22,406 5 ― 22,412 

計 （百万円） 22,406 5 ― 22,412 

利益準備金及

び任意積立金 

利益準備金 （百万円） 641 ― ― 641 

任意積立金           

プログラム等準備金 （百万円） 66 ― 44 22 

別途積立金 （百万円） 20,050 5,000 ― 25,050 

計 （百万円） 20,757 5,000 44 25,713 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 277 61 136 96 105 

役員退職慰労引当金 489 84 47 ― 526 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

資産の部 

(1) 現金及び預金 

(2) 受取手形 

イ 相手先別内訳 

ロ 期日別内訳 

区分 金額（百万円） 

現金 6 

預金の種類   

当座預金 3,128 

普通預金 4,364 

通知預金 0 

定期預金 10 

別段預金 1 

計 7,504 

合計 7,511 

相手先 金額（百万円） 

フェリシモ(株) 86 

フランスベッドメディカルサービス(株) 75 

東栄科学産業(株) 30 

その他 36 

計 228 

期日 金額（百万円） 

平成18年４月満期 95 

平成18年５月満期 44 

平成18年６月満期 59 

平成18年７月満期 29 

計 228 



(3) 売掛金 

イ 相手先別内訳 

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

(4) 商品 

(5) 仕掛品 

相手先 金額（百万円） 

(株)ジェーシービー 13,777 

東洋製罐(株) 1,979 

日本ヒューレット・パッカード(株) 1,104 

(株)リクルート 694 

(株)アプラス 665 

その他 15,980 

計 34,201 

前期繰越高 

（百万円） 

当期発生高 

（百万円） 

当期回収高 

（百万円） 

次期繰越高 

（百万円） 
回収率（％） 

滞留期間（月） 

  

(A) (B) (C) (D) （
C 

───
A＋B 

×100 ）（  
A＋D 
─── 
2 

÷ 
B 

───
12 

）

31,066 108,543 105,408 34,201 75.5 3.6 

品名 金額（百万円） 

ハードウェア 193 

ソフトウェア 48 

その他 93 

計 335 

品名 金額（百万円） 

ソフトウェア 3,139 

計 3,139 



(6) 関係会社株式 

会社名 金額（百万円） 

クオリカ(株) 8,395 

ユーフィット(株) 6,066 

(株)アグレックス 4,978 

旭化成情報システム(株) 2,000 

ＴＩＳリース(株) 1,754 

ＴＩＳコンサルティング(株) 685 

東洋ネットワークサービス(株) 462 

その他 1,576 

計 25,919 



負債の部 

(1) 買掛金 

(2) 社債 

7,500 百万円 

内訳は、「⑤ 連結附属明細表 社債明細表」に記載しております。 

(3) 転換社債 

9,999 百万円 

内訳は、「⑤ 連結附属明細表 社債明細表」に記載しております。 

(4) 長期借入金 

(3）【その他】 

①決算日後の状況 

 特記事項はありません。 

  

②重要な係争中の案件 

 平成17年7月に、イーシステム株式会社が、当社に対してライセンス売買契約の契約解除を原因とする損害

賠償を請求する旨の意思表示があったことを受けて、当社は同年7月15日に当該損害賠償の債務不存在確認請

求の提訴を、東京地方裁判所に行いました。これに対し、同年8月25日にイーシステム株式会社は、損害賠償

金（464百万円）等の支払を求める反訴状を、東京地方裁判所に提出しております。 

 なお、本件については現在係争中であります。 

相手先 金額（百万円） 

(株)日立製作所 1,493 

ソラン(株) 1,080 

(株)ＣＳＫシステムズ 876 

日本アイ・ビー・エム(株) 802 

日本オラクル(株) 445 

その他 9,778 

計 14,478 

区分 金額（百万円） 

シンジケートローン 

（株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行幹事） 
6,500 

計 6,500 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券、100,000株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

株券喪失登録に伴う 

手数料 

１．喪失登録   １件につき10,500円（税込み） 

２．喪失登録株券 １枚につき  525円（税込み） 

単元未満株式の買取り   

取扱場所 
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 

野村證券株式会社 全国本支店 

買取手数料 無料 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 



第７【提出会社の参考情報】 
１【提出会社の親会社等の情報】 

  当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

  当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第34期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月27日関東財務局長に提出。 

(2) 有価証券届出書（新株予約権証券）及びその添付書類 

 平成17年７月４日関東財務局長に提出。 

(3) 有価証券届出書の訂正届出書 

 平成17年７月５日関東財務局長に提出。 

(4) 半期報告書 

 （第35期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月20日関東財務局長に提出。 

(5) 有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第34期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成18年３月３日関東財務局長に提出。 

(6) 半期報告書の訂正報告書 

 （第35期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成18年３月３日関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１７年６月２４日

Ｔ Ｉ Ｓ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＴＩＳ株式会社の平

成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＴＩＳ株式会社

及び連結子会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は役員退職慰労金の計上方法を変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 小 原 功 暉 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 原 道 夫 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年６月２３日

Ｔ Ｉ Ｓ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＴＩＳ株式会社の平

成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者

にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＴＩＳ株式会社

及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 内 山 敏 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 原 道 夫 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１７年６月２４日

Ｔ Ｉ Ｓ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＴＩＳ株式会社の平

成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計

算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ＴＩＳ株式会社の

平成１７年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

 会計処理の変更に記載されているとおり、会社は役員退職慰労金の計上方法を変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 小 原 功 暉 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 原 道 夫 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１８年６月２３日

Ｔ Ｉ Ｓ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＴＩＳ株式会社の平

成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計

算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＴＩＳ株式会社の平

成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

追記情報 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は子会社であるＴＩＳコンサルティング株式会社と平成１８年４月１日付で合併し

た。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 内 山 敏 彦 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 藤 原 道 夫 
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